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近
世
中
後
期
藩
政
改
革
と
「
プ
ロ
ト
近
代
行
政
」

│
│
熊
本
藩
宝
暦
改
革
の
伝
播
を
め
ぐ
っ
て
│
│

磯

田

道

史

は
じ
め
に

十
八
世
紀
後
半
か
ら
十
九
世
紀
前
半
に
、
幕
藩
国
家
の
行
政
に

は
明
瞭
な
変
化
が
み
ら
れ
た
。
幕
府
に
つ
い
て
は
享
保
・
寛
政
・

天
保
の
改
革
、
諸
藩
に
つ
い
て
は
中
後
期
藩
政
改
革
と
表
現
さ
れ

て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
改
革
は
「
不
徹
底
も
し
く
は
失
敗
」
と
さ

れ
、
積
極
的
に
は
評
価
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
従
来
、
近
代
へ
の

動
き
は
、
天
保
を
始
点
と
し
「
絶
対
主
義
へ
の
傾
斜
」
の
文
脈
で

語
ら
れ
、
十
八
世
紀
の
藩
政
改
革
は
「
反
動
改
革
」
と
し
て
否
定

的
に
と
ら
え
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
（
1
）
。
し
か
し
近
年
、
宝
暦
以
後
の

幕
府
諸
藩
の
実
態
分
析
か
ら
、
こ
の
時
期
の
幕
藩
国
家
の
重
要
な

変
化
が
指
摘
さ
れ
、
中
後
期
藩
政
改
革
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
再

検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
（
2
）
。「
近
代
へ
の
傾
斜
」
も
天
保
期
か
ら
で

よ
い
か
、
と
い
う
問
い
も
な
げ
か
け
ら
れ
、
か
つ
て
中
井
信
彦
氏

が
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
近
代
へ
の
転
換
点
を
、
宝
暦
天
明
期

に
も
と
め
る
見
解
が
ひ
ろ
が
り
つ
つ
あ
る
（
3
）
。
実
際
、
中
後
期
藩
政

改
革
の
研
究
か
ら
、
宝
暦
以
後
、
十
八
世
紀
後
半
か
ら
、
諸
藩
が

そ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
動
き
を
み
せ
て
い
る
こ
と
が
次
第
に
明
ら

か
に
な
っ
て
き
た
。
近
世
の
幕
藩
国
家
は
、
規
則
主
義
・
文
書
主

義
を
旨
と
す
る
官
僚
制
度
と
領
民
管
理
を
前
提
に
成
立
し
て
い
た

が
、
こ
れ
が
加
速
さ
れ
た
の
は
、
十
七
世
紀
と
い
う
よ
り
も
、
む

し
ろ
十
八
世
紀
以
後
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
は
「
記
録
の
時
代
」

と
よ
ば
れ
（
4
）
、
幕
藩
で
の
記
録
管
理
が
発
達
し
、
各
地
で
地
誌
が
編

纂
さ
れ
、
町
や
村
で
も
、
前
時
代
よ
り
も
大
量
か
つ
精
密
に
、
記

録
が
作
成
・
管
理
・
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
（
5
）
。
国

家
が
住
民
情
報
を
行
政
記
録
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
よ
り
精
密
か
つ

組
織
的
に
集
積
し
活
用
し
は
じ
め
る
時
期
と
い
っ
て
よ
い
。
単
に

記
録
を
作
成
す
る
だ
け
の
段
階
と
、
記
録
が
組
織
的
に
管
理
さ
れ

近
世
中
後
期
藩
政
改
革
と
「
プ
ロ
ト
近
代
行
政
」
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行
政
に
活
用
さ
れ
は
じ
め
る
段
階
と
で
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
と

い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
十
八
世
紀
後
半
以
後
の
幕
藩
国
家
の
新
し
い
行
政

の
動
き
を
「
プ
ロ
ト
近
代
行
政
」
と
よ
び
う
る
も
の
で
あ
り
、
注

目
さ
れ
る
。
時
期
的
に
早
い
段
階
で
、
こ
の
動
き
を
開
始
し
た
と

さ
れ
る
の
が
、
熊
本
藩
の
宝
暦
改
革
で
あ
る
。
論
者
は
、
こ
の
熊

本
藩
の
宝
暦
改
革
に
つ
い
て
、
藩
行
政
の
「
プ
ロ
ト
近
代
化
」
と

し
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
（
6
）
。
こ
の
論
考
に
続
い
て
、
吉
村
豊
雄
氏

も
、
熊
本
藩
の
諸
政
策
、
大
奉
行
制
の
開
始
・
藩
校
時
習
館
の
開

設
・
衣
服
制
度
・
奉
行
分
職
制
・
地
引
合
の
実
施
な
ど
を
「
近
代

へ
の
行
政
起
点
」
と
評
価
し
、
近
年
注
目
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
（
7
）
。

こ
の
よ
う
な
熊
本
藩
の
「
近
代
性
」
に
つ
い
て
、
論
者
が
特
に
強

調
し
た
い
の
は
、
熊
本
藩
の
宝
暦
改
革
が
、
熊
本
だ
け
の
問
題
で

は
な
く
、
全
国
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
点
で
あ
る
。
熊
本
の
宝

暦
改
革
で
胚
胎
し
た
「
プ
ロ
ト
近
代
」
が
熊
本
一
地
域
を
こ
え
て

全
国
諸
藩
に
伝
播
し
た
形
跡
が
み
う
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
時

は
、
熊
本
藩
が
「
プ
ロ
ト
近
代
の
モ
デ
ル
」
と
し
て
、
主
要
な
役

割
を
担
っ
て
い
た
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
と
す
る
な
ら

ば
、
熊
本
藩
で
胚
胎
し
た
行
政
モ
デ
ル
が
、
い
つ
、
い
か
な
る
過

程
で
も
っ
て
、
諸
藩
に
伝
播
し
て
い
っ
た
の
か
。
こ
の
点
が
明
ら

か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に

し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

１
、
熊
本
藩
宝
暦
改
革
の
「
改
革
テ
キ
ス
ト
」
と
伝
播

幕
府
諸
藩
の
な
か
で
、
領
民
情
報
の
よ
り
精
密
な
把
握
や
行
政

記
録
の
管
理
保
全
に
新
し
い
動
き
が
起
き
て
い
る
こ
と
自
体
は
前

述
の
如
く
研
究
史
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
一

歩
進
ん
で
、
そ
の
新
し
い
行
政
モ
デ
ル
�
プ
ロ
ト
近
代
行
政
が
、

い
か
な
る
プ
ロ
セ
ス
で
全
国
諸
藩
に
ひ
ろ
が
っ
た
の
か
を
考
察
し

た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
プ
ロ
ト
近
代
行
政
は
一
所
で
は
じ
ま
り
、
全

国
に
及
ん
だ
も
の
で
は
な
く
、
幾
つ
か
の
先
駆
諸
藩
の
動
き
が
全

国
諸
藩
に
影
響
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
諸
藩
の
中
後
期

藩
政
改
革
の
政
策
に
類
似
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
既
知
の
事
実
で
あ

る
が
、
単
な
る
「
類
似
」
と
、
一
所
の
変
化
が
他
に
影
響
を
お
よ

ぼ
す
「
伝
播
」
は
大
き
く
異
な
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
先
に
述
べ
た
熊
本
藩
宝
暦

改
革
の
影
響
で
あ
る
。
諸
藩
の
藩
政
改
革
が
、
熊
本
藩
の
宝
暦
改

革
と
米
沢
藩
の
明
和
改
革
を
改
革
の
モ
デ
ル
に
し
て
い
た
こ
と
を

示
す
史
料
は
多
い
。
例
え
ば
、
鳥
取
藩
の
二
宮
元
勲
は
幕
末
期
に

藩
主
へ
の
建
白
書
で
「
近
時
、
世
々
、
麒
麟
・
鳳
凰
之
名
を
得
さ

せ
ら
れ
し
熊
本
侯
・
米
沢
侯
も
、
皆
、
久
ふ
し
て
の
ち
、
思
召
の

処
、
行
れ
、
中
興
の
大
業
を
成
就
し
玉
ひ
候
（
中
略
）
熊
本
・
米

史

学

第
八
〇
巻
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一
号
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沢
二
侯
と
誉
を
同
ふ
し
玉
ん
事

不
難
と
奉
存
候
」
と
、
熊
本
藩

主
の
細
川
重
賢
と
米
沢
藩
主
の

上
杉
治
憲
の
改
革
に
倣
う
よ
う

に
求
め
て
い
る
（
8
）
。
経
済
書
に
も

熊
本
藩
を
経
済
財
政
改
革
の
理

想
と
し
た
記
述
が
み
ら
れ
る
。

「
経
済
端
的
論
」（
天
保
五
年
成

立
）
で
は
「
心
ア
ル
藩
臣
」
は

「
国
家
経
済
ノ
再
興
ニ
ハ
身
心

ヲ
忘
ル
ル
ホ
ド
執
心
ニ
ナ
ク
テ

ハ
」
と
、
藩
臣
の
意
識
面
で
の

経
済
官
僚
化
を
説
く
が
、
そ
の

理
想
的
な
例
と
し
て
「
往
時
、

肥
後
国
侯
ノ
功
臣
、
堀
大
夫
ハ
、

国
侯
ト
無
二
ノ
中
ガ
国
中
ノ
気

ニ
染
ズ
、
箇
条
ナ
ド
ヲ
出
シ
、

闇
打
ニ
モ
ナ
ル
ベ
キ
覚
悟
度
々

ニ
テ
、
終
ニ
財
用
ユ
タ
カ
ニ
至

リ
、
良
治
善
政
ノ
経
済
モ
立
シ

ト
ナ
リ
（
9
）
」
と
、
熊
本
藩
を
あ
げ

る
。と

こ
ろ
で
、
近
世
中
後
期
の
幕
藩
改
革
は
そ
れ
が
な
さ
れ
る
と
、

そ
の
内
容
を
記
し
た
「
改
革
テ
キ
ス
ト
」
と
い
う
べ
き
書
物
が
成

立
し
、
そ
れ
が
全
国
の
諸
藩
に
影
響
を
あ
た
え
た
。
し
ば
し
ば
そ

れ
は
「
明
君
」
の
事
蹟
と
い
う
形
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
（
10
）
。
こ
の

こ
と
に
は
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
表
１
と
し
て
十
八
、
十

九
世
紀
の
「
改
革
テ
キ
ス
ト
」
の
流
布
の
状
況
を
示
す
。
幕
府
の

享
保
改
革
・
寛
政
改
革
・
天
保
改
革
、
熊
本
藩
の
宝
暦
改
革
、
米

沢
の
明
和
安
永
改
革
、
水
戸
藩
の
天
保
改
革
な
ど
の
内
容
を
伝
え

る
様
々
な
「
改
革
テ
キ
ス
ト
」
が
書
か
れ
流
布
し
た
こ
と
が
わ
か

る
。
流
布
本
の
多
さ
が
、
そ
の
ま
ま
影
響
力
の
強
さ
を
示
す
と
は

い
え
な
い
が
、
影
響
力
を
み
る
目
安
に
は
な
る
。
天
明
・
寛
政
期

に
は
、
熊
本
藩
・
米
沢
藩
の
改
革
が
天
保
期
に
は
、
水
戸
藩
の
改

革
が
、
改
革
テ
キ
ス
ト
を
通
じ
て
全
国
諸
藩
に
注
目
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

つ
ま
り
、
一
八
〇
〇
年
ま
で
は
「
熊
本
藩
の
宝
暦
改
革
」
と

「
米
沢
藩
の
明
和
安
永
改
革
」
の
影
響
が
強
く
う
か
が
わ
れ
、
天

保
期
（
一
八
三
〇
―
一
八
四
四
年
）
に
入
る
と
、
水
戸
藩
の
天
保

改
革
が
全
国
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
は
じ
め
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
。
各
時
代
に
、
全
国
諸
藩
の
模
範
に
な
る
「
モ
デ
ル
藩
」
が

存
在
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
十
九
世
紀
初
頭
ま
で

表１、日本古典籍総合目録でみた「改革テキスト」のひろがり

幕府の享保改革

松代藩の宝暦改革

熊本藩の宝暦改革

米沢藩の明和・安永改革

水戸藩の天保改革

内容

徳川吉宗

恩田 杢

細川重賢
堀 勝名

上杉治憲

徳川斉昭

所蔵先

４３機関

７機関

２２機関

５４機関

６４機関

９４機関

流布本確認数

６８部

９部

２９部

８８部

９４部

１３８部

成立

宝暦８（１７５８）年以前

――

宝暦１１（１７６１）年頃

天明元（１７８１）年自序

寛政元（１７８９）年

天保１５（１８４４）年序

書名

明君享保録

「仰高録」

「日暮硯」

「肥後物語」

「翹楚篇」

「常陸帯」

著者

馬場文耕

磯野政武

恩田 杢

亀井南冥

莅戸太華

藤田東湖

近
世
中
後
期
藩
政
改
革
と
「
プ
ロ
ト
近
代
行
政
」
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は
、
熊
本
藩
と
米
沢
藩
の
二
つ
が
主
要
な
モ
デ
ル
藩
に
な
っ
て
い

た
と
い
え
る
。
し
か
し
熊
本
藩
の
宝
暦
改
革
の
ほ
う
が
米
沢
藩
の

明
和
改
革
よ
り
も
時
期
的
に
先
行
し
て
お
り
、
実
際
に
は
米
沢
藩

の
改
革
は
熊
本
藩
の
影
響
を
強
く
う
け
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
中

後
期
藩
政
改
革
を
み
る
う
え
で
、
そ
の
始
祖
と
い
う
べ
き
、
熊
本

藩
の
藩
政
改
革
の
内
容
を
分
析
し
、
そ
の
全
国
伝
播
の
過
程
を
み

る
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
全
国
の
中
後
期
藩
政
改
革
を
研

究
す
る
場
合
、
熊
本
藩
宝
暦
改
革
で
開
発
さ
れ
た
新
行
政
モ
デ
ル

が
伝
播
し
て
い
っ
た
可
能
性
を
考
慮
に
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

で
は
、
熊
本
藩
の
政
策
内
容
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
詳
し
く
論
じ
る
に
は
別
稿
を
要
す
る
が
、

端
的
に
ま
と
め
れ
ば
、
熊
本
藩
の
改
革
内
容
は
次
の
一
〇
点
に
要

約
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
熊
本
藩
等
に
は
じ
ま
る
行
政
モ
デ
ル
は
、

①
藩
学
校
に
よ
る
藩
官
僚
の
養
成
と
選
抜
（
人
材
選
挙
）、
②
法

令
に
よ
る
職
掌
分
担
の
明
確
化
（
分
職
）、
③
土
地
調
査
の
実
施

（
正
経
界
）、
④
育
児
人
口
政
策
へ
積
極
性
（
撫
育
）、
⑤
思
想
風

俗
の
統
制
誘
導
（
教
導
）、
⑥
産
物
の
育
成
（
国
産
）、
⑦
市
場
流

通
か
ら
の
利
得
確
保
（
運
上
・
産
物
ま
わ
し
）、
⑧
刑
法
改
革

（
徒
罪
�
罪
）
の
導
入
、
⑨
俸
禄
世
襲
の
一
部
見
直
し
（
知
行
世

減
）
さ
ら
に
は
、
⑩
領
民
の
国
主
崇
拝
（
殿
様
祭
）
を
特
徴
と
し

て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
熊
本
藩
の
改
革
に
は
近
代
行
政
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ

と
し
て
の
要
素
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
強
く
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

熊
本
藩
で
は
「
分
職
」
と
い
う
職
掌
の
法
定
主
義
が
強
ま
り
、

「
人
材
選
挙
」
と
称
し
て
藩
学
校
が
藩
官
僚
を
撰
用
す
る
場
に
位

置
付
け
ら
れ
た
。
藩
士
の
俸
禄
世
襲
が
一
部
な
が
ら
見
直
さ
れ
、

「
凡
、
国
中
、
大
小
諸
役
人
、
皆
学
校
の
中
よ
り
撰
用
せ
ら
る
る

事
な
り
（
11
）
」
と
、
学
校
・
試
験
で
官
僚
が
養
成
選
抜
さ
れ
る
近
代
の

あ
り
よ
う
に
接
近
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
刑

法
改
革
で
追
放
刑
が
廃
止
さ
れ
懲
役
刑
の
先
駆
「
徒
罪
」
も
お
こ

な
わ
れ
は
じ
め
た
。
さ
ら
に
は
藩
国
家
の
君
主
が
住
民
に
対
し
教

導
と
保
護
（
撫
育
）
を
徹
底
し
き
め
細
か
い
行
政
を
志
向
す
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
。
藩
国
家
は
住
民
情
報
の
記
録
と
蓄
積
を
強
く

志
向
し
は
じ
め
、
熊
本
藩
で
は
官
僚
的
文
書
行
政
の
色
彩
が
強
く

な
っ
て
き
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
政
策
内
容
が
、
表
２
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
多
種
の

「
改
革
テ
キ
ス
ト
」
に
記
さ
れ
、
流
布
す
る
こ
と
で
幕
府
諸
藩
の

参
考
に
供
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
熊
本
藩
の
宝
暦
改
革
も
多
数

の
「
改
革
テ
キ
ス
ト
」
を
成
立
さ
せ
て
い
る
。
熊
本
藩
の
政
策
へ

の
注
目
度
の
高
さ
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

熊
本
藩
の
改
革
を
伝
え
る
「
改
革
テ
キ
ス
ト
」
の
な
か
で
、
最

も
影
響
が
大
き
か
っ
た
の
が
、
福
岡
藩
儒
の
亀
井
南
冥
の
『
肥
後

史

学

第
八
〇
巻

第
一
号

五
〇
（
五
〇
）



物
語
』
で
あ
る
（
12
）
。
亀
井
は
「
扶
桑
国
中
を
巡
て
士
風
を
探
し
求
る

事
、
三
た
び
、
独
、
熊
本
の
風
俗
に
感
有
」
っ
て
「
我
国
家
を
補

ふ
に
益
」
に
な
る
と
『
肥
後
物
語
』
を
著
し
藩
主
に
呈
し
た
。
こ

れ
を
の
ち
に
「
別
記
増
益
」
し
た
加
筆
本
が
「
熊
本
俚
談
」
で
あ

る
（
13
）。
流
布
本
の
多
さ
と
ひ
ろ
が
り
を
み
て
も
わ
か
る
が
、
こ
の

『
肥
後
物
語
』（
お
よ
び
「
熊
本
俚
談
」）
が
全
国
的
に
流
布
し
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
熊
本
藩
の
宝
暦
改
革
の
内
容
が
諸
藩
に
知
ら
れ
、

政
策
が
模
倣
さ
れ
て
い
っ
た
側
面
が
あ
る
。
以
後
、
熊
本
藩
は
全

国
の
改
革
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
。
海
保
青
陵
は
『
善
中
談
』
の
な

か
に
「
近
来
ノ
経
済
ニ
身
ヲ
入
レ
テ
仕
遂
ゲ
タ
ル
男
ハ
、
熊
本
侯

ノ
臣
堀
平
太
左
衛
門
ナ
リ
。
近
来
御
勝
手
ム
キ
取
直
リ
タ
ル
御
家

ハ
津
山
侯
ナ
リ
。
津
山
侯
ノ
富
タ
ル
ハ
堀
平
太
左
衛
門
の
伝
授
ナ

リ
（
14
）」
と
記
し
て
い
る
。
青
陵
の
指
摘
の
如
く
、
熊
本
藩
の
政
策
導

入
を
最
も
積
極
的
だ
っ
た
の
は
津
山
藩
で
あ
っ
た
。
津
山
藩
主
の

松
平
康
哉
は
熊
本
藩
か
ら
経
済
財
政
に
つ
い
て
諮
問
す
る
人
材
を

招
く
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
が
大
村
荘
助
で
あ
り
、
彼
が
著
し
た
熊

本
藩
改
革
の
テ
キ
ス
ト
が
「
肥
後
経
済
録
」
で
あ
る
（
15
）
。
ま
た
佐
賀

藩
の
支
藩
蓮
池
藩
も
熊
本
藩
か
ら
の
政
策
導
入
に
熱
心
で
あ
っ
た
。

蓮
池
藩
は
松
枝
善
右
衛
門
を
派
遣
し
、
熊
本
藩
の
政
策
に
つ
い
て

熊
本
藩
士
の
藪
茂
次
郎
に
聞
き
合
わ
せ
「
熊
本
聞
書
」（
安
永
四

年
九
月
七
日
）
を
作
成
し
て
い
る
（
16
）
。
こ
れ
に
は
「
隈
本
政
事
録
」

表２、熊本藩宝暦改革系「改革テキスト」

主な所蔵先

『日本経済大典』第２２巻所収

慶応義塾大学三田メディアセンター、１１９�５１�１～２

国立国会図書館、２０９�６９８

佐賀大学付属図書館鍋島文庫、ＯＣ五―一

佐賀大学付属図書館鍋島文庫、ＯＣ五―四―二

佐賀県立図書館鍋島文庫、鍋９９１�１４８４

早稲田大学図書館、ヌ０６�０３１５３

『日本庶民生活史料集成』第２０巻所収

お茶の水図書館成箕堂文庫

国会図書館、１３１�６１

佐賀県立図書館鍋島文庫、鍋３０９�１４８

佐賀大学付属図書館鍋島文庫、ＯＣ五 五―二

書名

「肥後物語」

「熊本俚談」

「肥後経済録」

「南肥秘聞」

「堀老行状」

「（肥後）農政雑記」

「銀台遺事」

「肥後見聞録」

「隈本政事録」

「肥後侯賢行録」

「肥後表聞合書」

「肥後堀太夫之比上書封事類」

著者

亀井南冥

大村庄助

安野業助

島田嘉津次

芥川茂治右衛門

高本紫溟

桃節山

近
世
中
後
期
藩
政
改
革
と
「
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ロ
ト
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代
行
政
」
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と
別
名
の
つ
い
た
写
本
が
伝
わ
り
、
跋
文
か
ら
流
布
の
過
程
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
（
17
）
。

熊
本
藩
の
政
策
内
容
を
記
し
た
こ
の
書
物
は
学
問
の
人
的
交
流

を
通
じ
て
、
熊
本
藩
江
戸
上
屋
敷
か
ら
尾
張
藩
士
に
流
れ
、
最
終

的
に
は
尾
張
藩
の
家
老
に
ま
で
達
し
て
い
た
。
ま
た
前
出
「
熊
本

俚
談
」
も
江
戸
で
加
賀
藩
士
の
手
に
渡
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

参
勤
交
代
制
の
も
と
、
江
戸
に
は
諸
藩
の
武
士
が
あ
つ
ま
り
、
学

問
的
な
交
流
を
重
ね
て
い
た
。
改
革
テ
キ
ス
ト
は
そ
の
藩
際
交
流

の
な
か
で
、
藩
の
枠
組
み
を
超
え
、
治
政
の
参
考
書
と
し
て
ひ
ろ

く
流
布
し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
家
老
な
ど
諸
藩
の
執
政
者

は
こ
れ
ら
の
改
革
テ
キ
ス
ト
の
入
手
に
余
念
が
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。と

こ
ろ
で
『
肥
後
物
語
』
の
な
か
に
は
、「
諸
国
よ
り
法
を
取

に
来
る
事
」
と
い
う
一
条
が
あ
り
、
諸
藩
が
、
ど
の
よ
う
に
熊
本

藩
の
改
革
を
自
藩
に
移
植
し
よ
う
と
し
た
か
が
わ
か
る
。

諸
国
よ
り
法
を
取
に
来
る
事

薩
摩
に
遊
び
し
と
き
肥
後
に
て
藪
茂
次
郎
に
立
寄
な
に
か
の

物
語
り
に
つ
い
て
某
申
け
る
は
、
貴
国
の
文
政
は
、
水
戸
黄

門
公
備
前
芳
烈
公
以
来
た
ぐ
ひ
ま
れ
な
る
盛
な
る
治
化
感
じ

奉
る
事
な
る
に
、
当
時
、
諸
国
の
政
事
、
何
方
も
行
届
ぬ
事

の
み
見
ゆ
れ
ば
、
其
国
君
・
大
夫
の
面
々
、
残
念
に
存
ぜ
ら

れ
ば
、
貴
邦
の
政
法
を
承
り
た
き
は
ず
（
中
略
）
是
頃
、
二

諸
侯
よ
り
法
を
取
に
参
り
し
な
り
。
一
つ
は
相
良
侯
、
学
校

を
思
召
立
て
、
其
国
家
老
何
某
を
ひ
そ
か
に
つ
か
わ
さ
れ
、

私
（
藪
茂
次
郎
）
宅
に
四
日
滞
留
致
し
、
其
国
相
応
の
仕
形

を
得
と
吟
味
せ
ら
れ
、
帰
ら
れ
し
な
り
。
一
つ
は
肥
前
蓮
池

侯
の
儒
者
一
人
、
祐
筆
体
の
人
同
伴
に
て
参
り
、
政
事
の
心

得
を
問
ひ
、
是
も
私
宅
に
五
六
日
滞
留
し
て
、
大
略
の
事
は

吟
味
を
と
げ
帰
し
、
其
国
家
老
松
枝
善
右
衛
門
指
図
し
て
熊

本
に
つ
か
は
し
た
る
よ
し
な
り
。（
中
略
）
其
後
、
薩
摩
よ

り
は
、
赤
崎
源
助
と
い
へ
る
老
儒
者
を
、
太
守
の
命
に
て
熊

本
に
遊
学
さ
せ
、
三
年
余
も
滞
留
し
て
、
善
政
を
聞
出
し
次

第
に
、
山
田
司
と
い
へ
る
薩
州
用
人
の
許
に
申
つ
か
は
す
よ

し
（
18
）。

（
傍
線
筆
者
）

熊
本
藩
の
よ
う
に
藩
政
改
革
の
成
果
が
ひ
ろ
く
認
め
ら
れ
、
幕

府
や
他
藩
に
模
倣
さ
れ
る
藩
を
「
改
革
モ
デ
ル
藩
」
と
よ
び
た
い
。

改
革
モ
デ
ル
藩
は
時
代
に
よ
っ
て
変
遷
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
表
３
を
作
成
し
た
。『
肥
後
物
語
』
の
「
諸
国
よ
り

法
を
取
に
来
る
事
」
な
ど
を
参
考
に
、
時
期
別
に
「
改
革
モ
デ
ル

藩
」（
叙
字
）
と
「
改
革
テ
キ
ス
ト
」
の
変
遷
を
示
し
た
概
念
図

で
あ
る
。
近
世
に
お
け
る
藩
政
改
革
の
政
策
伝
播
の
模
式
的
系
統

図
と
い
っ
て
も
よ
い
。

史
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十
七
世
紀
に
「
明
君
」
と
し
て
モ
デ
ル
に
さ
れ
て
い
た
の
は
、

岡
山
藩
の
池
田
光
政
と
水
戸
藩
の
徳
川
光
圀
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、

十
八
世
紀
後
半
に
は
い
っ
て
「
改
革
モ
デ
ル
藩
」
の
地
位
は
、
熊

本
藩
や
米
沢
藩
に
移
っ
た
。
天
保
期
以
降
に
な
る
と
、
水
戸
藩
が

「
海
防
」
を
い
ち
早
く
す
す
め
た
藩
と
し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
。
さ
ら
に
幕
末
維
新
期
に
は
、
西
南
雄
藩
の
薩
摩
藩
や
長
州

藩
な
ど
に
藩
政
の
モ
デ
ル
は
遷
移
し
て
い
っ
た
（
19
）
。

つ
ま
り
、
全
体
の
流
れ
と
し
て
は
「
岡
山
藩
・
水
戸
藩
↓
熊
本

藩
宝
暦
改
革
・
米
沢
藩
明
和
改
革
↓
水
戸
藩
天
保
改
革
↓
西
南
雄

藩
」
と
い
う
「
改
革
モ
デ
ル
藩
」
の
移
り
変
わ
り
が
模
式
的
に
描

け
る
。
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
諸
藩
の
主
要

な
改
革
テ
キ
ス
ト
は
熊
本
藩
の
『
肥
後
物
語
』
で
あ
り
、
一
八
三

〇
年
代
の
天
保
改
革
以
後
は
、
水
戸
藩
藤
田
東
湖
の
『
常
陸
帯
』

が
新
し
い
改
革
テ
キ
ス
ト
と
し
て
全
国
に
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
。

つ
ま
り
、
諸
藩
で
行
わ
れ
た
中
後
期
藩
政
改
革
は
個
々
別
々
に
起

き
た
も
の
で
は
な
く
、「
改
革
テ
キ
ス
ト
」
の
流
布
や
人
的
交
流

の
な
か
で
、
相
互
に
密
接
に
連
関
し
な
が
ら
進
ん
で
い
っ
た
歴
史

過
程
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

熊
本
藩
に
出
現
し
全
国
に
伝
播
し
た
先
駆
的
な
行
政
は
先
述
の

如
く
、
非
常
に
先
進
的
な
内
容
を
も
っ
て
い
た
。
熊
本
藩
で
は

「
分
職
」
令
で
職
掌
を
明
確
し
た
だ
け
で
な
く
、
郡
代
を
農
村
現

表３、藩政改革の伝播改革モデル藩「改革テキスト」
１６５０年

池田光政・徳川光圀

岡山藩・水戸藩 熊本藩

細川重賢

１７５０年

→

上杉治憲「翹楚篇」

米沢藩 → 秋田藩

１８００年 １８３０年

→ 人吉藩

→ 蓮池藩

→ 薩摩藩

→ 佐賀藩 → 宇和島藩

→ 福井藩「肥後物語」→ 福岡藩

「肥後経済録」→ 津山藩 → 長州藩
→ 白河藩 薩摩藩←→徳川斉昭

→ 水戸藩 → 鳥取藩水戸藩
「常陸帯」松代藩 「日暮硯」

近
世
中
後
期
藩
政
改
革
と
「
プ
ロ
ト
近
代
行
政
」
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地
に
駐
留
さ
せ
て
、
土
地
と
領
民
を
き
め
細
か
く
掌
握
し
は
じ
め

た
の
で
あ
る
。
ま
ず
土
地
に
つ
い
て
は
『
肥
後
物
語
』
が
「
経
界

を
正
し
農
民
安
堵
せ
し
事
」
と
（
20
）
、「
検
地
」
と
い
う
表
現
を
さ
け

つ
つ
、「
地
引
合
」
と
称
し
て
、
領
内
の
土
地
調
査
を
す
す
め
た
。

領
民
に
つ
い
て
も
育
児
人
口
政
策
（
撫
育
）
や
風
俗
統
制
（
教

導
）
を
強
力
に
押
し
す
す
め
た
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
藩
領

を
一
四
郡
に
小
分
け
し
て
二
八
人
も
の
郡
代
を
任
命
し
、
民
政
に

あ
た
る
在
郷
郡
代
の
役
所
を
現
地
に
建
設
し
、
一
四
人
を
現
地
に

移
駐
さ
せ
、
城
下
の
郡
代
一
四
人
と
連
携
し
て
緻
密
な
民
政
を
は

じ
め
た
。

肥
後
田
舎
の
治
め
行
届
く
べ
し
、
と
存
ず
る
は
、
一
郡
に
郡

代
を
両
人
た
て
、
郡
内
に
郡
代
屋
敷

を
か
ま
へ
、
一
人
は

郡
の
屋
鋪
に
出
張
り
、
郡
内
の
事
一
切
聞
届
け
、
一
人
は
城

下
に
居
て
聞
つ
ぎ
、
両
人
に
て
勤
む
。
其
上
役
は
郡
方
奉
行

な
り
。
是
は
十
四
郡
の
郡
代
二
十
八
人
を
手
に
つ
け
、
一
切

の
事
を
承
る
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、
公
事
訴
訟
あ
れ
ば
、
刑

法
方
に
渡
し
て
、
此
方
の
世
話
に
な
ら
ぬ
事
な
れ
ば
、
郡
役

人
は
郡
内
の
政
教
の
み
を
常
に
心
懸
る
な
り
。
然
れ
ば
、
郡

内
広
き
こ
と
な
が
ら
、
万
端
か
く
れ
無
く
政
教
も
行
届
く
筈

な
り
。
左
な
く
て
、
役
人
城
下
に
居
て
、
荘
屋
共
が
申
出
る

事
許
り
取
捌
き
、
其
上
、
公
事
訴
訟
ま
で
も
聞
届
れ
ば
、

中
々
、
手
の
届
か
ぬ
事
な
る
べ
し
（
21
）
。

熊
本
藩
の
統
治
が
徹
底
し
た
理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
多
数

の
郡
代
を
現
地
に
常
駐
さ
せ
た
う
え
、「
公
事
訴
訟
あ
れ
ば
、
刑

法
方
に
渡
し
て
、
此
方
の
世
話
に
な
ら
ぬ
」
と
、
熊
本
藩
で
は
あ

る
種
の
行
政
と
司
法
の
分
離
が
な
さ
れ
、
郡
代
を
公
事
訴
訟
の
業

務
か
ら
解
放
し
て
、
農
政
に
注
力
さ
せ
る
体
制
が
と
ら
れ
て
い
た
。

当
時
、
多
く
の
藩
で
は
、
郡
代
（
郡
奉
行
）
は
城
下
に
居
り
農
村

に
は
い
な
か
っ
た
。
現
地
を
見
ず
に
遠
隔
地
か
ら
指
示
を
出
す
う

え
、
公
事
訴
訟
に
忙
殺
さ
れ
て
、
農
村
の
撫
育
教
導
が
行
き
届
か

な
い
状
態
で
あ
っ
た
が
、
熊
本
藩
で
は
郡
代
を
在
郡
さ
せ
る
こ
と

と
公
事
訴
訟
は
刑
法
方
に
ま
わ
す
こ
と
で
こ
の
問
題
を
解
決
し
た
。

こ
の
統
治
方
式
�
「
直
支
配
」
を
と
れ
ば
兵
農
分
離
に
由
来
す
る

幕
藩
領
主
の
在
地
不
掌
握
は
あ
る
程
度
改
善
で
き
た
。
藩
国
家
は

領
主
法
の
遵
守
を
徹
底
で
き
、
領
地
領
民
を
把
握
し
や
す
く
な
る

の
で
あ
る
。

亀
井
南
冥
は
『
肥
後
物
語
』
の
な
か
で
、
熊
本
藩
の
こ
の
統
治

方
式
の
威
力
に
ふ
れ
て
い
る
。
熊
本
藩
で
は
「
田
舎
の
事
は
郡
代

居
住
し
て
詮
議
す
る
詮
議
す
る
」
た
め
「
万
事
隠
家
な
く
知
れ
」、

捨
子
・
捨
馬
の
禁
令
な
ど
が
「
甚
、
厳
重
」
に
守
ら
れ
て
い
る
。

役
人
が
「
遠
方
よ
り
、
か
け
か
け
の
事
に
て
は
、
農
民
の
欺
を
受

ざ
る
こ
と
決
て
な
り
が
た
か
る
べ
し
」
と
、
亀
井
は
当
時
一
般
的

史
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で
あ
っ
た
城
下
か
ら
の
遠
隔
指
示
に
よ
る
農
政
の
不
可
を
説
い
て

い
る
（
22
）
。

と
く
に
天
明
飢
饉
以
後
、
財
政
悪
化
と
人
口
減
少
に
悩
む
藩
は
、

き
め
の
細
か
い
民
政
�
人
口
家
族
政
策
の
徹
底
に
よ
る
藩
人
口
の

回
復
を
渇
望
し
て
い
た
。
熊
本
藩
の
よ
う
な
人
口
増
加
藩
で
は

「
捨
子
」
の
抑
止
が
、
東
北
・
山
間
地
域
の
人
口
減
少
藩
（
23
）
で
は

「
子
返
し
」
の
防
止
が
課
題
に
な
っ
て
い
た
。
十
八
世
紀
以
後
の

藩
国
家
は
人
口
・
家
族
政
策
を
せ
ま
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
堕
胎
・
子
返
し
を
禁
止
し
（
24
）
、
領
民
に
懐
胎
届
を
出
さ
せ
て
監

視
し
（
25
）
、
赤
子
養
育
仕
法
で
子
育
て
給
付
を
行
う
の
は
（
26
）
、
在
地
の
掌

握
が
完
全
で
な
い
幕
藩
領
主
に
と
っ
て
は
至
難
の
技
で
あ
っ
た
。

財
政
の
悪
化
に
苦
し
み
、
人
口
回
復
を
渇
望
す
る
諸
藩
に
と
っ
て
、

熊
本
型
の
「
直
支
配
」
方
式
は
魅
力
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

２
、
水
戸
藩
へ
の
伝
播

事
実
、
諸
藩
は
、
熊
本
藩
の
地
方
行
政
機
構
の
導
入
を
は
じ
め

た
。
そ
の
具
体
的
様
子
を
、
水
戸
藩
と
津
山
藩
の
事
例
か
ら
み
て

み
た
い
。
水
戸
藩
を
取
り
上
げ
る
理
由
は
、
第
一
に
天
保
期
以
後
、

こ
の
藩
が
全
国
諸
藩
の
改
革
モ
デ
ル
と
な
っ
て
大
き
な
影
響
を
及

ぼ
し
た
こ
と
、
第
二
に
津
山
藩
の
事
例
を
み
る
の
は
熊
本
藩
か
ら

政
策
顧
問
を
招
聘
す
る
な
ど
、
最
も
積
極
的
に
熊
本
藩
政
策
の
導

入
を
は
か
っ
た
藩
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

ま
ず
は
水
戸
藩
の
事
例
か
ら
み
た
い
。
水
戸
藩
で
は
藩
主
徳
川

治
保
が
細
川
重
賢
を
敬
愛
し
、
熊
本
型
の
改
革
モ
デ
ル
の
導
入
を

自
ら
決
断
し
た
（
27
）
。
熊
本
藩
が
領
内
を
小
分
け
に
し
二
八
人
も
の
郡

代
を
在
郡
さ
せ
て
治
績
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
藩
主
自

ら
が
熊
本
型
の
農
政
機
構
の
導
入
を
宣
言
し
て
い
る
。

是
迄
は
、
我
等
政
事
向
の
事
、
総
て
年
寄
共
へ
任
置
、
年
寄

共
は
郡
奉
行
へ
任
せ
、
郡
奉
行
は
手
代
へ
任
せ
候
様
に
、
相

互
下
へ
斗
任
候
旧
弊
に
候
。
乍
去
、
是
は
誰
が
咎
も
な
し
、

皆
、
我
等
一
人
に
帰
す
る
也
。
尤
、
郡
奉
行
の
内
に
も
、
其

方
祖
父
銀
次
郎
・
故
久
方
忠
衛
門
・
故
皆
川
弥
六
抔
は
、
年

来
の
巧
者
に
て
、
出
精
相
勤
候
え
共
、
其
節
四
郡
に
て
扱
下

も
手
広
に
候
え
ば
、
行
届
兼
候
事
に
可
有
之
候
。
夫
故
に

色
々
と
郷
村
向
之
事
、
工
夫
を
画
し
、
此
度
、
郡
中
小
割
に

し
て
、
陣
屋
を
建
、
其
地
に
落
付
候
て
、
風
土
に
随
ひ
、
撫

育
教
導
を
以
、
治
候
て
、
如
何
様
に
も
行
ひ
届
か
ざ
る
事
ハ

あ
る
ま
じ
と
被
思
召
（
28
）

治
保
は
こ
れ
ま
で
藩
主
が
家
老
に
政
治
を
任
せ
、
家
老
は
郡
奉

行
に
任
せ
、
郡
奉
行
は
手
代
に
ま
か
せ
て
い
た
こ
と
が
行
政
責
任

の
所
在
を
曖
昧
に
し
た
と
反
省
し
、
藩
儒
高
野
文
助
の
意
見
を
い

れ
、
領
国
を
一
一
郡
に
小
分
け
に
し
て
郡
奉
行
を
増
員
し
郡
部
に

近
世
中
後
期
藩
政
改
革
と
「
プ
ロ
ト
近
代
行
政
」

五
五
（
五
五
）



郡
奉
行
所
を
建
て
て
移
駐
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
熊
本
藩
の
よ
う

に
、
万
事
が
「
行
届
」
く
、
領
民
を
し
っ
か
り
把
握
し
て
撫
育
教

導
を
強
力
に
推
し
進
め
る
行
政
を
め
ざ
し
は
じ
め
た
と
い
っ
て
よ

い
。し

か
し
、
こ
の
外
来
の
行
政
手
法
は
藩
内
で
必
ず
し
も
支
持
を

得
て
い
な
か
っ
た
。
水
戸
藩
士
の
高
倉
胤
明
な
ど
は
熊
本
藩
の

「
細
川
家
に
て
堀
平
太
左
衛
門
が
計
ら
ひ
し
所
の
端
し
端
し
」
を

モ
デ
ル
と
し
て
改
革
を
行
う
こ
と
は
「
行
末
の
治
法
、
こ
の
国
の

治
り
か
た
、
何
と
も
無
覚
束
ぞ
思
は
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

寛
政
十
二
申
年
、
四
郡
之
内
、
南
領
と
部
垂
近
在
の
内
を
分

け
、
紅
葉
組
・
八
田
組
と
号
し
、
新
た
に
二
郡
を
増
し
、
六

郡
と
し
、
享
和
元
酉
の
季
冬
、
又
、
六
郡
を
分
け
て
十
一
郡

と
被
成
。
其
節
、
浜
田
組
・
常
葉
組
の
み
、
此
地
に
被
置
て
、

残
る
九
郡
は
郷
居
と
相
成
（
中
略
）
陣
屋
を
構
へ
、
郷
居
と

な
る
。
是
、
今
案
る
に
、
高
野
文
助
が
方
寸
の
胸
よ
り
出
で

た
る
成
べ
し
。
此
度
の
制
令
、
肥
後
の
細
川
家
に
て
、
堀
平

太
左
衛
門
が
計
ら
ひ
し
所
の
端
し
端
し
に
て
、
行
末
の
治
法
、

こ
の
国
の
治
り
か
た
、
何
と
も
無
覚
束
ぞ
思
は
る
（
29
）

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
水
戸
藩
が
郡
奉
行
所
を
建
設
す
る
と

同
時
に
、
行
政
記
録
や
領
民
情
報
の
組
織
的
に
管
理
を
は
じ
め
た

点
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
水
戸
藩
に
は
郡
奉
行
所
�
郡
奉
行
の
専
用

庁
舎
は
な
く
、
郡
奉
行
に
な
っ
た
藩
士
宅
が
執
務
場
所
と
な
っ
て

い
た
。
そ
こ
で
行
政
記
録
を
保
管
す
る
土
蔵
の
つ
い
た
郡
奉
行
所

の
建
設
が
提
言
さ
れ
、
実
現
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

一
、
御
郡
御
代
官
御
役
屋
敷
御
定
可
被
成
候
事

両
（
�
郡
奉
行
・
代
官
）
役
所
共
に
近
来
御
用
多
罷
成
候
間
、

村
役
人
共
、
度
々
呼
出
罷
出
候
て
も
、
往
来
の
費
、
遠
近
の

村
に
よ
り
異
同
も
御
座
候
。
右
、
一
役
所
に
て
用
済
候
て
罷

帰
候
て
も
、
又
、
一
役
所
よ
り
配
符
来
候
て
も
、
又
、
一
役

所
よ
り
配
符
来
候
へ
ば
、
今
日
罷
帰
、
明
日
又
、
御
城
下
へ

出
候
様
に
成
候
。
右
の
通
、
御
定
被
成
候
へ
ば
、
一
役
所
へ

参
候
て
も
、
隣
の
役
所
へ
も
立
よ
り
御
用
も
被
成
と
伺
候
様

に
成
候
は
ば
、
す
べ
て
費
を
省
、
便
利
に
御
座
候
。
両
役
所

共
に
記
録
等
仕
舞
候
た
め
、
土
蔵
御
立
可
被
遣
候
事
（
30
）

鶴
見
九
皐
は
水
戸
藩
の
儒
者
だ
が
、
郡
奉
行
所
・
代
官
所
と
も

に
「
御
役
屋
敷
」
を
定
め
「
記
録
等
仕
舞
候
た
め
、
土
蔵
御
立
」

る
べ
き
こ
と
を
建
言
し
た
。
近
代
官
僚
制
が
成
立
す
る
以
前
の
国

家
で
は
、
し
ば
し
ば
、
行
政
上
の
執
務
空
間
に
お
け
る
公
私
の
分

離
が
曖
昧
で
、
為
政
者
の
私
的
な
生
活
空
間
と
公
共
の
行
政
空
間

と
の
区
別
が
厳
格
で
な
か
っ
た
。
次
第
に
公
共
空
間
と
し
て
の
行

政
機
関
が
「
場
」
と
し
て
成
立
し
、
そ
こ
に
行
政
記
録
や
領
民
情

報
が
蓄
積
管
理
さ
れ
て
い
く
が
、
そ
れ
は
当
初
か
ら
存
在
し
た
も

史
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の
で
は
な
い
。
水
戸
藩
の
場
合
、
郡
奉
行
所
の
成
立
時
期
が
遅
く
、

十
九
世
紀
に
な
る
ま
で
郡
方
の
行
政
記
録
の
管
理
体
制
は
整
っ
て

い
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
熊
本
型
改
革
が
導
入
さ
れ
、
郡
奉
行
所
の
建
設
が
は

じ
ま
る
と
、
状
況
が
一
変
し
、
郡
奉
行
が
記
録
帳
面
の
整
理
を
行

い
、
郡
奉
行
所
で
行
政
情
報
・
領
民
情
報
の
組
織
的
管
理
が
進
ん

だ
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
次
の
史
料
は
、
水
戸
藩
南
部

の
飛
び
地
、
紅
葉
郡
奉
行
小
宮
山
昌
秀
の
執
務
状
況
を
記
し
た
も

の
だ
が
、
郡
奉
行
所
で
住
民
情
報
の
収
集
が
徹
底
さ
れ
始
め
た
様

子
が
う
か
が
え
る
。

先
生
の
御
用
留
を
委
く
見
ら
れ
た
る
事
、
一
つ
も
遺
る
こ
と

な
し
。
其
を
書
抜
き
、
数
冊
と
為
し
、
後
に
は
諸
郡
に
申
合

せ
、
書
抜
せ
、
自
身
に
て
本
を
と
り
、
新
撰
御
掟
書
と
云
、

御
郡
方
第
一
の
重
宝
の
書
を
緝
め
（
中
略
）
官
中
、
手
代
の

行
座
細
か
に
意
を
付
ら
れ
、
か
り
そ
め
に
も
机
を
跨
り
、
諸

帳
を
投
げ
や
り
、
諸
書
付
手
荒
に
扱
ひ
、
荒
唐
な
る
事
あ
る

者
は
、
其
場
に
て
呵
り
け
る
故
、
諸
帳
面
・
訴
訟
状
等
、
何

に
て
も
麁
抹
の
事
な
く
、
御
用
留
も
一
枚
ご
と
に
毛
引
を
入

れ
、
行
を
紊
さ
ず
、
天
地
を
揃
へ
、
丁
寧
反
復
に
留
さ
せ
、

少
し
も
麁
抹
の
書
方
あ
れ
ば
、
直
様
、
書
き
直
さ
せ
、
手
習

も
若
き
者
に
は
精
入
さ
せ
習
せ
け
る
程
に
、
今
も
南
の
郡
庁

に
て
紅
葉
の
御
用
留
と
云
て
、
一
と
際
、
別
て
見
事
な
り
。

（
中
略
）
一
日
に
二
三
度
づ
つ
、
役
所
の
鑰
を
か
り
、
倉
を

開
き
、
書
笥
を
く
り
出
し
け
る
間
、
御
用
留
も
自
然
と
乱
雑

に
す
る
事
、
能
わ
ず
、
若
、
見
苦
き
事
あ
れ
ば
、
直
に
内
役

を
呼
よ
せ
、
直
さ
せ
け
る
間
、
諸
帳
面
・
新
古
当
用
の
分
諸

金
銭
出
入
帳
・
諸
目
録
よ
り
御
用
留
は
勿
論
、
穿
鑿
口
書
に

至
る
ま
で
、
口
々
廉
々
、
厳
然
と
備
り
居
り
一
点
も
入
乱
る

る
事
な
け
れ
ば
、
何
年
以
前
の
諸
帳
面
を
捜
し
出
す
に
も
心

易
く
、
掌
を
指
す
が
如
し
（
31
）
。

郡
奉
行
が
、
行
政
記
録
を
蓄
積
す
る
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
を
支

配
の
道
具
と
し
て
、
積
極
的
に
「
活
用
」
し
は
じ
め
た
点
が
重
要

で
あ
る
。
郡
奉
行
は
「
御
用
留
を
委
く
見
」
て
行
政
に
活
用
し
始

め
た
。
農
村
に
出
し
た
法
令
が
部
門
ご
と
に
編
集
さ
れ
、「
新
撰

御
掟
書
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
も
い
る
。
諸
帳
簿
の
作
成
も
厳

格
に
な
り
役
所
で
郡
方
手
代
が
「
諸
帳
を
投
げ
や
り
、
諸
書
付
手

荒
に
扱
」
え
ば
、
た
だ
ち
に
叱
責
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
郡
奉

行
所
の
土
蔵
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
記
録
が
蓄
積
さ
れ
、
そ
れ
が
整

然
と
整
理
さ
れ
、「
何
年
以
前
の
諸
帳
面
を
捜
し
出
す
に
も
心
易

く
、
掌
を
指
す
が
如
し
」
と
い
う
状
態
に
な
っ
た
点
に
注
目
し
た

い
。
行
政
記
録
が
蓄
積
管
理
さ
れ
る
と
同
時
に
、
水
戸
藩
で
は
、

領
民
情
報
の
収
集
が
強
く
意
識
さ
れ
は
じ
め
た
。
享
和
二
（
一
八

近
世
中
後
期
藩
政
改
革
と
「
プ
ロ
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近
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行
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五
七
（
五
七
）



〇
二
）
年
か
ら
、
水
戸
藩
は
全
領
を
一
一
郡
に
わ
け
、
熊
本
藩
に

な
ら
っ
た
新
農
政
を
開
始
し
た
が
、
翌
年
か
ら
、
水
戸
藩
で
は
領

内
で
大
規
模
な
「
貧
富
調
べ
」
を
開
始
し
た
。
こ
の
調
査
は
領
民

の
生
活
状
態
か
ら
健
康
状
態
・
資
産
状
況
ま
で
を
根
こ
そ
ぎ
把
握

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、「
一
戸
毎
に
持
高
・
田
畑
山
林
の

面
積
、
家
族
の
性
別
年
齢
、
病
気
の
有
無
、
下
男
下
女
・
馬
・
溜

桶
の
有
無
、
諸
年
貢
指
銭
の
高
、
拝
借
金
額
・
居
宅
・
灰
屋
・
蔵

の
大
き
さ
、
年
貢
未
進
の
有
無
な
ど
を
記
し
（
32
）
」
た
う
え
、
領
民
の

全
て
を
「
有
福
人
・
相
応
人
・
困
窮
人
・
極
窮
人
」
の
４
つ
に
分

類
し
て
、
帳
簿
に
記
載
す
る
驚
く
べ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
帳
簿

は
「
軒
別
帳
」「
貧
富
帳
」「
見
詰
め
帳
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
名

称
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
藩
は
こ
れ
ま
で
の
「
人
別
帳
」
に
と
ど

ま
ら
ず
、
き
わ
め
て
精
密
な
領
民
情
報
を
求
め
は
じ
め
た
と
い
っ

て
よ
い
。
一
九
世
紀
に
な
っ
て
水
戸
藩
は
領
民
情
報
を
大
規
模
か

つ
精
密
に
収
集
し
、
行
政
機
関
に
蓄
積
し
管
理
し
支
配
に
活
用
す

る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

郡
奉
行
が
こ
れ
ら
「
見
詰
め
帳
」
な
ど
で
「
軒
別
」
の
領
民
情

報
を
手
中
に
し
統
治
に
活
用
し
て
い
た
こ
と
は
、
郡
奉
行
・
小
宮

山
の
行
動
を
記
し
た
次
の
史
料
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

村
々
へ
申
付
け
、
見
詰
め
帳
と
云
も
の
拵
へ
、
か
か
り
手
代

之
を
持
参
し
、
春
秋
農
間
に
一
宇
ご
と
に
軒
別
し
、
子
育
・

勧
農
の
事
を
さ
と
し
、
孝
貞
・
忠
節
・
力
田
の
者
は
、
必
ず

官
に
て
褒
賞
を
行
ひ
、
其
行
状
を
書
付
に
し
、
村
々
里
々
へ

触
き
か
せ
、
善
を
勧
る
の
術
、
常
に
其
賞
に
与
か
る
。
先
生

（
小
宮
山
昌
秀
）
詰
所
の
壁
に
名
前
を
記
し
置
き
、
さ
て
、

巡
村
の
節
な
ど
不
図
立
ち
ど
ま
り
あ
り
、「
百
姓
は
誰
と
云

ふ
者
な
る
や
」
と
問
時
、
役
人
共
、「
誰
夫
」
な
ど
答
へ
つ

れ
ば
、「
そ
れ
は
何
村
誰
よ
り
縁
あ
る
者
な
り
。
是
は
何
年

以
前
、
孝
貞
に
て
御
賞
し
を
も
受
た
る
者
。
又
、
何
々
の
難

渋
に
て
御
救
を
受
た
る
事
あ
り
。
今
程
い
か
が
の
暮
し
す
る

か
」
な
ど
、
詳
に
語
ら
れ
け
る
故
、
役
人
共
も
肝
を
消
し
、

其
記
憶
に
恐
を
な
し
、
か
り
そ
め
事
も
油
断
は
な
ら
ず
と
語

あ
へ
り
（
33
）

郡
奉
行
が
細
か
く
領
内
を
巡
回
し
「
軒
別
」
に
領
民
情
報
を
収

集
し
て
、
領
内
の
状
態
を
知
悉
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
村
役

人
・
豪
農
・
苗
字
持
の
百
姓
に
つ
い
て
は
、
そ
の
由
緒
来
歴
か
ら

血
縁
関
係
ま
で
把
握
し
て
お
り
、
村
ご
と
の
経
済
状
態
は
勿
論
、

百
姓
の
言
動
の
善
悪
や
家
計
状
態
ま
で
、
立
ち
入
っ
た
調
査
を
行

い
「
見
詰
め
帳
」
に
記
録
し
て
活
用
し
て
い
た
。
あ
ま
り
に
詳
細

な
領
民
情
報
の
把
握
に
「
役
人
共
も
肝
を
消
し
、
其
記
憶
に
恐
を

な
し
、
か
り
そ
め
事
も
油
断
は
な
ら
ず
」
と
語
り
あ
っ
た
と
い
う

の
で
あ
る
。
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水
戸
藩
は
領
民
情
報
を
徹
底
し
て
記
録
さ
せ
た
が
、
こ
れ
に
よ

り
百
姓
の
中
の
「
極
窮
人
」
が
確
定
さ
れ
「
お
救
い
稗
」
が
給
付

し
や
す
く
な
っ
た
。
ま
た
領
民
の
行
動
を
監
視
し
、
善
事
の
褒
賞

を
行
な
う
こ
と
も
可
能
に
な
っ
た
。
孝
貞
・
忠
節
・
力
田
な
ど
、

藩
国
家
の
思
惑
に
そ
っ
た
方
向
に
「
教
導
」
を
す
す
め
て
い
く
、

足
が
か
り
を
得
た
の
で
あ
る
。
藩
は
領
民
情
報
の
収
集
と
行
政
文

書
の
管
理
活
用
体
制
を
整
え
た
こ
と
で
、
以
前
に
比
べ
、
格
段
に

強
い
統
治
力
を
発
揮
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
従
来
、
水
戸

藩
が
行
っ
て
い
た
領
民
支
配
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
で
あ
っ

て
、
行
政
に
お
け
る
「
プ
ロ
ト
近
代
」
の
芽
生
え
を
、
そ
こ
に
み

る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
藩
側
の
動
き
は
領
民
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
意

味
を
も
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
つ
に
は
、
領
主
が
領
民
の
経
済
状

態
を
知
っ
た
こ
と
で
最
低
生
活
が
保
障
さ
れ
る
可
能
性
が
高
ま
っ

た
。
し
か
し
同
時
に
、
忠
節
孝
貞
で
耕
作
に
励
ん
で
い
る
か
な
ど
、

藩
に
思
想
行
動
を
把
握
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。
こ
れ
は
領
民

た
ち
に
と
っ
て
、
必
ず
し
も
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
事

実
、
村
役
人
の
な
か
に
は
領
民
管
理
を
強
め
る
水
戸
藩
に
批
判
的

な
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
大
庄
屋
・
関
沢
徳
平
は
郡
奉
行
が
農

村
部
に
乗
り
込
ん
で
く
る
熊
本
藩
型
の
「
直
支
配
」
に
つ
い
て

「
御
陣
屋
相
建
、
あ
ま
り
御
政
令
御
微
細
ニ
而
は
御
不
為
之
儀
も

可
有
御
座
哉
」
と
批
判
し
、「
御
陣
屋
程
克
御
止
メ
、
元
へ
御
覆

シ
、
御
旧
政
ヲ
以
、
御
行
被
遊
候
方
宜
敷
様
奉
存
候
事
（
34
）
」
と
意
見

を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
大
庄
屋
は
、
郡
奉
行
の
在
郷
陣
屋
な
ど
は

直
ち
に
廃
止
し
、「
御
旧
政
」
に
復
帰
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た

の
で
あ
る
。

３
、
津
山
藩
へ
の
伝
播

津
山
藩
で
も
、
行
政
記
録
を
管
理
活
用
し
、
領
民
情
報
を
収
集

し
て
、
藩
官
僚
が
貧
民
救
済
な
ど
社
会
政
策
を
緻
密
に
実
施
す
る

動
き
が
み
ら
れ
た
。
同
藩
で
も
、
水
戸
藩
と
同
じ
よ
う
に
、
熊
本

藩
の
経
済
的
「
成
功
」
を
み
て
、
や
は
り
熊
本
藩
の
改
革
モ
デ
ル

の
導
入
を
決
意
し
、「
安
永
改
革
」
を
開
始
す
る
に
い
た
る
（
35
）
。
津

山
藩
は
、
熊
本
藩
か
ら
藩
士
大
村
荘
助
を
招
聘
し
、
彼
に
熊
本
藩

の
国
政
の
様
子
を
尋
ね
、『
肥
後
経
済
録
』
と
い
う
書
物
に
ま
と

め
さ
せ
た
（
36
）
。
そ
の
な
か
で
、
大
村
は
、
熊
本
藩
の
改
革
の
成
果
に

つ
い
て
「
当
代
（
�
細
川
重
賢
）、
政
務
段
々
改
り
候
上
に
て
、

次
第
物
成
も
多
く
、
蔵
入
も
増
に
御
座
候
之
内
、
壱
年
七
カ
所
之

蔵
屋
敷
籾
積
仕
候
場
所
無
く
、
屋
敷
外
に
垣
仕
、
大
山
を
積
申
候
。

家
中
始
末
々
迄
も
前
代
未
聞
之
事
に
て
大
に
驚
入
申
候
（
37
）
」
と
語
っ

た
。
つ
ま
り
、
熊
本
藩
で
は
改
革
が
功
を
奏
し
、
年
貢
物
成
が
増

え
て
、
蔵
屋
敷
に
収
納
し
き
れ
ぬ
ほ
ど
に
な
っ
た
、
と
語
っ
た
。

近
世
中
後
期
藩
政
改
革
と
「
プ
ロ
ト
近
代
行
政
」
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津
山
藩
の
藩
主
と
家
老
が
こ
れ
を
羨
望
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想

像
に
か
た
く
な
い
。

さ
ら
に
、
大
村
は
藩
主
に
政
策
を
尋
ね
ら
れ
、
近
年
ま
で
大
困

窮
で
あ
っ
た
熊
本
藩
も
改
革
に
よ
っ
て
「
富
強
」
に
な
り
士
民
が

安
堵
し
た
と
述
べ
、
自
分
の
生
国
熊
本
藩
の
見
聞
と
、
岡
山
藩
の

池
田
光
政
の
「
成
法
」
を
参
考
に
す
る
よ
う
に
提
案
し
た
。
大
村

は
藩
主
に
「
熊
本
・
岡
山
之
政
事
は
近
代
天
下
に
称
申
候
、
時
所

違
不
申
候
、
日
本
之
内
に
て
当
時
其
功
相
立
申
候
」
と
主
張
し
、

熊
本
藩
と
岡
山
藩
池
田
光
政
の
治
世
の
二
つ
を
参
考
に
改
革
を
断

行
す
る
よ
う
進
言
し
た
（
38
）
。

と
こ
ろ
で
、
改
革
を
開
始
す
る
に
あ
た
り
、
熊
本
藩
か
ら
派
遣

さ
れ
て
き
た
こ
の
大
村
が
、
何
よ
り
先
に
、
津
山
藩
に
お
け
る
行

政
記
録
の
不
備
を
指
摘
し
、
そ
の
改
善
を
痛
切
に
訴
え
て
い
る
点

が
注
目
さ
れ
る
。
重
要
な
史
料
で
あ
る
か
ら
、
長
文
な
が
ら
、
そ

の
ま
ま
引
用
す
る
。

一
、
此
間
御
写
物
被
仰
付
、
御
定
書
き
も
、
と
く
と
不
仕
事
と

被
存
候
事
も
御
座
候
、
甚
、
大
ま
か
成
事
に
御
座
候
、
定
て
、

諸
御
役
所
之
定
書
共
も
不
宜
事
共
可
有
御
座
候
、
畢
竟
、
御

先
代
よ
り
急
度
被
建
置
候
全
備
之
御
制
度
無
御
座
、
且
、
津

山
御
領
知
已
来
、
当
前
被
仰
出
候
事
、
又
、
役
所
に
て
、
当

前
取
斗
候
事
形
ニ
成
居
申
候
事
と
奉
存
候
、
扨
、
惣
体
、
記

録
之
仕
様
不
宜
、
く
わ
し
か
ら
ず
、
明
白
な
ら
ず
、
と
被
存

候
、
第
一
此
事
御
改
正
被
遊
レ
、
急
度
、
全
備
之
御
制
度
御

建
被
遊
度
奉
存
候
、
是
が
末
代
不
易
之
御
国
法
と
申
物
に
て

御
座
候
、
此
記
録
出
来
仕
候
は
ば
、
誰
に
て
も
御
役
相
勤
、

間
違
有
御
座
間
敷
奉
存
候
、
尤
、
是
は
俄
に
出
来
難
仕
候
、

東
西
に
有
之
諸
記
録
を
集
め
、
御
家
中
に
有
之
覚
書
等
、
又
、

記
録
無
御
座
候
共
、
覚
居
申
候
事
共
迄
、
こ
と
ご
と
く
取
集

め
、
其
上
に
て
、
古
法
に
被
随
候
事
も
有
之
、
被
改
候
事
も

有
之
、
又
、
新
に
加
ら
れ
候
事
も
有
之
、
常
に
入
用
無
之
事

迄
も
全
備
可
被
遊
事
御
座
候
、
然
者
、
数
十
冊
之
書
被
成
可

申
候
、
大
部
之
書
物
の
ご
と
く
、
何
程
多
き
中
よ
り
も
、
入

用
之
事
、
忽
に
引
出
候
様
有
御
座
度
奉
存
候
、
不
如
此
候
て

は
、
皆
々
す
べ
き
様
無
御
座
候
、
俄
に
思
ひ
付
候
分
に
て
は
、

く
わ
し
か
ら
ず
、
不
行
届
、
後
害
御
座
候
故
、
手
戻
り
多
御

座
候
、
仍
之
、
全
備
之
記
録
仕
立
、
并
、
一
役
所
々
々
之
記

録
を
仕
立
可
申
事
御
座
候
、
且
又
、
秘
事
之
外
は
御
家
中
へ

も
夫
々
相
渡
、
家
々
に
も
所
持
仕
候
様
有
御
座
度
奉
存
候
、

記
録
に
、
く
わ
し
き
人
に
書
役
弐
三
人
被
差
添
、
五
七
年
も

懸
り
申
候
は
ば
成
就
可
仕
候
、
下
書
よ
り
清
書
迄
、
甚
手
間

取
可
申
候
、
唯
今
も
町
奉
行
所
之
記
録
は
、
先
年
、
鈴
木
喜

右
衛
門
勤
候
時
、
く
わ
し
く
便
利
に
仕
置
由
承
申
候
、
如
此

史
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御
座
候
は
ば
、
上
下
ま
ど
ひ
無
御
座
、
間
違
有
御
座
間
敷
候
、

扨
、
役
所
々
々
に
記
録
預
り
之
役
人
被
差
添
度
奉
存
候
、
夫

も
大
勢
に
て
費
に
も
相
成
候
は
ば
記
録
役
所
被
建
、
諸
役
所

之
記
録
一
所
に
仕
、
古
例
等
吟
味
仕
候
様
、
仕
候
有
御
座
度

奉
存
候
、
一
年
々
々
に
役
所
へ
之
記
録
を
此
役
所
に
て
本
書

に
書
載
可
申
候
（
39
）

熊
本
藩
の
目
か
ら
み
れ
ば
、
津
山
藩
の
諸
役
所
は
記
録
管
理
が

な
い
と
い
っ
て
よ
か
っ
た
。「
は
な
は
だ
大
ま
か
な
る
事
」
で

「
全
備
の
御
制
度
」
が
立
っ
て
い
な
か
っ
た
。
津
山
藩
で
は
「
記

録
」
が
「
く
わ
し
か
ら
ず
、
明
白
な
ら
ず
」
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で

に
発
し
た
法
令
の
「
御
定
書
」
の
編
集
も
完
全
に
な
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
。
官
僚
制
化
が
進
み
、
法
令
文
書
主
義
の
貫
か
れ
た
熊
本

藩
の
行
政
機
関
を
み
て
き
た
大
村
は
、
行
政
情
報
を
公
有
化
し
、

活
用
す
る
こ
と
は
行
政
改
革
の
前
提
条
件
と
認
識
し
て
い
た
。
と

こ
ろ
が
、
津
山
藩
に
は
そ
れ
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
官
僚
制
化

の
進
ん
だ
行
政
機
構
に
お
い
て
は
「
記
録
で
き
候
は
ば
誰
に
て
も

御
役
相
勤
め
間
違
い
あ
る
ま
じ
」
と
い
う
よ
う
に
、
法
令
や
記
録

が
支
配
の
根
幹
で
あ
る
。
特
定
個
人
の
人
格
に
よ
る
支
配
で
は
な

く
、
行
政
文
書
さ
え
整
え
ら
れ
て
い
れ
ば
、
誰
で
も
が
統
治
を
遂

行
で
き
る
。
そ
の
状
態
を
、
大
村
は
創
り
出
そ
う
と
訴
え
た
。
具

体
策
と
し
て
「
記
録
役
所
」
と
い
う
役
所
を
建
て
、
こ
の
役
所
に

藩
士
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
記
録
、
諸
役
所
で
新
た
に
発
生
す
る

記
録
を
あ
つ
め
て
編
纂
す
る
構
想
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
提
言
が

ど
こ
ま
で
実
現
さ
れ
た
か
は
、
十
分
に
明
ら
か
に
し
え
な
い
が
、

こ
の
時
期
か
ら
津
山
藩
で
は
法
令
編
纂
や
記
録
管
理
が
な
さ
れ
た

こ
と
は
、
藩
政
史
料
の
状
況
か
ら
う
か
が
え
る
。

こ
の
よ
う
に
水
戸
藩
と
同
じ
く
、
津
山
藩
で
も
記
録
管
理
の
必

要
性
が
訴
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ま
た
領
民
の
把
握
に
つ

い
て
も
、
新
た
な
案
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
津
山
藩
主
・
松
平
康

哉
は
、
大
村
に
ひ
と
つ
の
相
談
を
し
た
。
自
藩
の
領
民
管
理
が
行

き
届
い
て
い
な
い
点
を
苦
慮
し
、
表
４
に
示
す
よ
う
に
、
領
内
を

管
轄
す
る
寺
社
奉
行
・
町
奉
行
・
郡
奉
行
そ
れ
ぞ
れ
の
領
内
巡
見

の
頻
度
を
高
め
て
は
ど
う
か
と
諮
問
し
た
の
で
あ
る
。

表
中
の
「
是
迄
」
の
箇
所
を
み
れ
ば
わ
か
る
が
、
そ
れ
ま
で
津

山
藩
で
は
、
郡
代
は
民
政
を
司
る
役
目
で
あ
り
な
が
ら
、
ほ
と
ん

ど
農
村
に
入
ら
な
か
っ
た
。
在
職
中
に
一
度
だ
け
、「
廻
村
」
す

る
だ
け
で
あ
っ
た
。
藩
主
は
こ
れ
を
問
題
視
し
、
一
月
に
二
、
三

度
、
在
中
の
巡
村
を
行
っ
て
は
ど
う
か
と
諮
問
し
た
。
こ
れ
に
対

し
、
大
村
は
、
全
領
の
巡
見
は
一
通
り
で
も
十
日
ば
か
り
は
か
か

る
と
奉
答
し
た
。
大
村
は
、
郡
代
が
一
ヶ
月
に
一
日
（
一
年
で
十

余
日
）
を
巡
村
に
出
る
こ
と
に
し
、
村
々
に
は
一
年
に
一
度
（
添

役
を
つ
け
れ
ば
一
年
に
二
度
）
郡
代
が
巡
っ
て
く
る
制
度
を
提
案

近
世
中
後
期
藩
政
改
革
と
「
プ
ロ
ト
近
代
行
政
」
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し
て
い
る
。

五
万
石
規
模
の
津
山
藩
で
は
、
熊
本
や
水
戸
の
如
く
、
領
内
に

く
ま
な
く
郡
役
所
を
建
て
る
体
制
は
と
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の

代
わ
り
、
郡
代
に
よ
る
領
内
巡
見
の
強
化
が
検
討
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
熊
本
藩
の
改
革
モ
デ
ル
は
、
各
藩
に
そ
の
ま
ま
導
入
さ
れ
た

わ
け
で
は
な
く
、
藩
の
実
情
に
あ
わ
せ
て
、
部
分
的
も
し
く
は
制

度
を
改
編
し
た
う
え
で
選
択
導
入
さ
れ
た
点
に
留
意
し
た
い
。
津

山
藩
で
は
、
郡
代
・
郡
奉
行
の
在
郡
制
こ
そ
導
入
さ
れ
な
か
っ
た

が
、
記
録
帳
簿
に
よ
る
領
民
把
握
の
強
化
策
は
導
入
し
た
。
津
山

藩
は
財
政
危
機
を
脱
す
る
た
め
、
年
貢
負
担
人
口
の
増
加
を
悲
願

と
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
領
民
を
し
っ
か
り
と
把
握
す
る
必
要

が
あ
っ
た
。
藩
主
の
師
で
あ
る
藩
儒
・
飯
室
荘
左
衛
門
は
「
更
張

策
上
表
」
な
る
建
白
書
の
な
か
で
、
領
民
帳
簿
の
管
理
を
厳
格
に

し
て
、
人
口
の
流
亡
を
防
止
す
る
こ
と
を
建
言
し
て
い
る
。

一
、
津
山
は
農
民
少
く
荒
地
多
き
よ
し
、
肥
饒
な
る
地
と
存
ら

れ
候
、
土
地
肥
饒
な
れ
ば
、
民
遊
惰
な
る
物
に
御
座
候
、
是

等
は
政
の
大
害
と
奉
存
候
、
此
已
後
は
人
民
へ
ら
ざ
る
政
立

度
事
に
奉
存
候
（
中
略
）
さ
て
民
に
業
を
替
さ
せ
、
或
は
離

散
さ
せ
ざ
る
仕
方
は
、
国
門
を
し
か
と
致
し
、
男
女
出
生
届

を
急
度
致
し
、
洗
竹
子
を
禁
じ
、
遊
手
之
民
を
禁
じ
、
人
別

帳
明
白
に
い
た
し
候
て
、
斉
管
仲
が
内
政
を
作
り
て
、
軍
政

表４、津山藩における領民管理の変化（奉行の巡見頻度）

郡代

年数に不拘、役中（在職中）に一度廻村仕候。
是は余りに疎き事に御座候。

一月に両三度、不時に在中見廻の事

郡代如此には難成御座候。たとひ相成申候
共、無益の事にて可有御座候。一通りの廻
村も十日ばかりも掛り申候。何として普く
廻り可申候哉。

郡代の廻村、農を勧、風俗を見、疾苦を問、
豊凶を察し申為にて可有御座候。一月に一
日づつ相廻り、一年に十余度にて御領分一
を廻、巡見致申候へば、畢竟、一年に一度
にて御座候（中略）添役被仰付候はば又如
此仕候。然ば一年に両度にて御座候

出典：大村荘助「御尋之條々御答書」安永２年１月１４日

町奉行

一月に六七度、不
時に町中見廻の事

寺社奉行

一月に両三度、不
時に寺社見廻の事

是迄

藩主諮問案

大村奉答

大村代案
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に
よ
せ
た
る
五
伍
之
法
に
随
ひ
、
町
在
共
に
五
家
連
座
之
法

を
立
、
一
家
何
事
ぞ
有
時
は
組
合
四
家
ま
き
ぞ
へ
と
定
め
、

是
非
な
ら
ざ
る
事
あ
り
て
、
移
業
離
散
も
仕
度
時
は
、
五
家

連
印
に
て
願
を
立
、
さ
て
、
内
証
に
て
移
業
離
散
も
致
し
候

え
ば
、
組
合
四
人
共
に
重
き
刑
罰
、
と
定
め
候
え
ば
、
国
中

の
民
、
臍
を
か
た
め
、
先
業
に
安
じ
、
土
地
に
在
着
、
是
非
、

其
地
を
う
ご
か
ざ
る
や
う
に
可
成
申
候
（
40
）

津
山
藩
で
は
「
人
民
へ
ら
ざ
る
政
」
が
希
求
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
た
め
に
「
出
生
届
」「
人
別
帳
」
な
ど
の
領
民
を
登
録
し
た
帳

簿
類
の
管
理
の
徹
底
を
訴
え
て
い
る
。
こ
こ
で
、
飯
室
が
主
張
す

る
と
こ
ろ
は
藩
の
強
制
力
に
よ
っ
て
、
領
民
を
「
土
地
に
在
着
、

是
非
、
其
地
を
う
ご
か
ざ
る
や
う
に
」
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ

は
従
来
型
の
幕
藩
領
主
の
対
応
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
熊
本
藩
か
ら
き
た
大
村
は
「
御
尋
之
條
々
御

答
書
」
の
な
か
で
、
同
じ
く
人
口
問
題
に
つ
い
て
「
人
別
帳
」
に

ふ
れ
な
が
ら
論
じ
る
の
で
あ
る
が
、
視
点
が
か
な
り
異
な
っ
て
い

る
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
大
村
は
「
人
別
帳
」
か
ら
労
働
力
人
口

を
算
出
し
、
津
山
藩
の
人
口
は
領
分
の
高
五
万
石
に
比
し
て
決
し

て
少
な
く
な
い
と
指
摘
し
、
ま
っ
た
く
別
次
元
の
経
済
政
策
を
提

言
す
る
の
で
あ
る
。

一
、
御
領
分
之
高
（
�
五
万
石
）
を
百
姓
壱
人
十
石
づ
つ
に
当

申
し
候
へ
ば
、
五
千
人
に
当
り
申
候
、
一
万
人
に
て
は
、
五

石
づ
つ
に
当
り
申
候
（
中
略
）
当
御
領
分
、
人
別
帳
を
以
、

考
申
候
処
に
、
農
夫
一
万
人
、
一
人
前
五
石
に
当
り
申
候
得

ば
、
人
少
と
は
難
申
候
、
五
万
石
之
内
、
荒
地
上
り
地
も
有

之
、
新
開
少
御
座
候
処
、
耕
作
仕
候
地
方
に
は
、
人
は
多
と

被
存
候
、
此
上
に
人
相
増
申
候
は
ば
、
何
を
以
、
生
を
治
可

申
候
哉
、
風
俗
怠
情
成
と
困
窮
と
に
て
耕
作
の
地
方
に
も
力

を
用
事
薄
く
御
座
候
え
ば
、
何
と
ぞ
仁
政
を
以
、
民
を
富
し
、

怠
情
之
風
俗
を
変
化
仕
候
は
ば
、
自
然
に
他
よ
り
来
る
者
も

有
之
、
子
を
ま
び
く
弊
も
直
り
、
人
多
相
成
可
申
候
、
農
業

之
外
に
も
富
し
方
種
々
可
有
之
候
え
共
、
年
来
無
之
事
、
俄

に
難
取
立
物
入
も
多
御
座
候
、
其
費
を
困
窮
の
民
に
与
て
、

農
業
に
力
を
用
さ
せ
、
猶
又
、
種
々
之
企
を
以
、
富
饒
な
ら

し
め
候
は
ば
、
人
は
不
求
し
て
相
増
可
申
候
（
41
）

こ
の
大
村
の
提
言
は
、
近
世
大
名
（
藩
国
家
）
が
「
人
別
帳
」

を
経
済
政
策
立
案
の
資
料
と
し
て
活
用
し
て
い
た
直
接
証
拠
で
あ

っ
て
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
。
大
村
は
、
行
政
記
録
を
管
理
し
、

領
民
情
報
の
蓄
積
し
た
う
え
で
、
社
会
統
計
と
し
て
の
利
用
し
、

マ
ク
ロ
経
済
政
策
の
立
案
を
お
こ
な
う
近
代
国
家
の
経
済
官
僚
に

似
た
作
業
を
先
駆
的
に
お
こ
な
っ
て
い
る
。

大
村
の
経
済
思
想
で
は
人
口
増
は
必
ず
し
も
富
国
を
約
束
す
る

近
世
中
後
期
藩
政
改
革
と
「
プ
ロ
ト
近
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も
の
で
は
な
い
。「
民
を
富

し
、
怠
情
之
風
俗
を
変
化
仕

候
は
ば
、
自
然
に
他
よ
り
来

る
者
も
有
之
、
子
を
ま
び
く

弊
も
直
り
、
人
多
相
成
可
申

候
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、

む
し
ろ
人
口
増
は
「
民
を

富
」
し
た
結
果
の
現
象
と
み

て
い
る
。
領
主
の
財
政
と
藩

国
家
の
マ
ク
ロ
経
済
を
わ
け

て
考
え
、
民
富
を
達
成
す
る

こ
と
、
領
国
経
済
を
豊
か
に

す
る
こ
と
を
先
行
さ
せ
て
、

し
か
る
の
ち
に
領
主
財
政
の

安
定
を
み
る
と
う
い
う
経
済

思
想
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
熊

本
藩
型
の
「
民
富
論
」
の
思

想
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
（
42
）
。

大
村
の
経
済
政
策
は
上
述

の
史
料
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、

藩
国
家
に
よ
る
教
導
と
投
資

努
力
に
よ
る
生
産
向
上
を
説
き
、
①
農
民
へ
の
巡
回
指
導
を
行
い
、

窮
民
へ
給
付
を
す
す
め
、
開
墾
と
農
外
産
業
の
振
興
を
は
か
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
②
民
富
を
形
成
す
れ
ば
、
③
間
引
き
が
減
少
し
、

④
自
然
な
か
た
ち
で
人
口
増
加
が
達
成
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
大
村
は
自
著
『
肥
後
経
済
録
』
な
か
で
、
農
業
以
外
の
産
業

振
興
を
説
い
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
桑
苗
十
万
本
の
植
付
に

よ
る
蚕
業
の
振
興
、
材
木
・
農
馬
・
琉
球
藺
草
の
生
産
振
興
、

紙
・
陶
器
の
国
産
化
な
ど
で
あ
る
。
山
間
部
に
位
置
し
、
穀
物
生

産
高
に
限
界
の
あ
る
津
山
藩
で
、
こ
れ
ら
農
外
産
業
の
振
興
を
は

か
る
経
済
政
策
を
考
え
て
い
た
。

さ
ら
に
大
村
は
藩
領
国
単
位
の
マ
ク
ロ
経
済
的
視
点
で
統
計
分

析
を
行
っ
て
い
る
。
労
働
力
人
口
の
投
入
と
石
高
の
関
係
に
つ
い

て
、
周
辺
諸
藩
、
つ
ま
り
領
国
単
位
の
デ
ー
タ
を
な
ら
べ
、
他
藩

と
比
較
し
な
が
ら
、
津
山
藩
の
人
口
密
度
を
計
算
し
、
マ
ク
ロ
経

済
政
策
の
方
向
性
を
考
察
し
提
言
す
る
。
大
村
は
、
表
４
お
よ
び

表
５
に
示
す
よ
う
な
数
字
を
藩
主
に
掲
げ
て
説
明
し
て
い
る
。

表
６
に
示
す
よ
う
に
、
大
村
は
熊
本
藩
内
で
も
富
む
「
芦
北

郡
」
と
貧
し
い
「
玉
名
郡
中
留
」
の
経
済
デ
ー
タ
を
掲
げ
、
貧
富

の
理
由
を
藩
主
に
説
明
し
た
。
す
な
わ
ち
芦
北
郡
と
玉
名
郡
中
留

は
石
高
は
大
差
な
い
が
人
口
密
度
に
は
大
き
な
開
き
が
あ
る
。
そ

の
理
由
を
説
い
た
。
大
村
は
熊
本
藩
の
「
人
別
帳
」
か
ら
労
働
力

表５、大村荘助「御尋之條々御答書」による藩領の比較

②／（③×④）

６９３

２０００

２６００

１７５

２００

③×④

７５０

９

２００

２０００

１０００

④東西（里）

２０

３

１０

１００

１００

③南北（里）

３７．５

３

２０

２０

10

②石高（万石）

５２００００

１８０００

５２００００

３５００００

２０００００

①藩領

肥後熊本領１２郡

肥後球磨郡人吉領

筑前福岡領

長州周州一領

土佐
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人
口
を
「
百
姓
十
五
以
上
、
六
十
以
下
、
病
気
者
除
」
と
し
て
算

出
し
「
産
物
」
の
有
無
に
よ
り
人
口
扶
養
力
に
決
定
的
な
差
が
出

る
こ
と
を
藩
主
に
示
し
た
。
農
業
以
外
の
「
産
物
」
や
「
運
漕
」

（
流
通
）
が
人
口
に
決
定
的
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
と
力
説
し
た
の

で
あ
る
。
藩
行
政
が
産
物
開
発
と
流
通
促
進
で
民
を
富
ま
し
、
富

国
と
な
れ
ば
「
求
め
ず
と
も
」
人
口
は
増
え
る
と
い
う
経
済
理
論

を
説
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
熊
本
藩
で
は
大
村
の
よ
う
な
「
経
済
官
僚
」
の

先
駆
と
い
う
べ
き
人
材
が
育
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
大
村
は

着
目
す
べ
き
記
述
を
し
て
い
る
。
熊
本
藩
で
は
「
諸
役
所
に
太
宰

が
経
済
論
を
写
し
被
置
、
何
れ
も
手
透
に
見
申
候
様
に
と
の
事
御

座
候
（
43
）
」
と
、
太
宰
春
台
「
経
済
録
」
を
各
役
所
に
配
置
し
、
役
人

に
読
ま
せ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
熊
本
藩
に
は
「
人
別
帳
」

の
デ
ー
タ
か
ら
労
働
力
人
口
を
割
り
出
し
、
藩
領
の
人
口
密
度
を

考
慮
し
て
、
農
業
以
外
の
「
産
物
」
と
流
通
に
着
目
し
た
経
済
発

展
の
経
路
を
構
想
す
る
が
ご
と
き
藩
官
僚
が
生
ま
れ
て
い
た
。
そ

の
よ
う
な
人
材
が
他
藩
に
派
遣
さ
れ
て
、
改
革
を
請
け
負
う
よ
う

に
さ
え
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
―
熊
本
藩
改
革
モ
デ
ル
導
入
の
帰
結

水
戸
藩
と
津
山
藩
を
例
に
、
い
ず
れ
も
熊
本
藩
を
モ
デ
ル
と
し

表６、「御尋之條々御答書」による人口扶養力の例示

理由

芦北郡は山海の利多、
地肥良にして広く、其
上、金銀山・牧馬・材
木・炭薪・魚・塩・真綿・
布・木綿、其外産物多
く、運漕便利、国中無
比類に御座候

玉名郡中留は山川無之、
産物少も無之、運漕不
便にて御座候、子をま
びくの弊無御座、人多
きに因り申候

⑤÷（③×④）
人口密度

（１平方里あたり）

２６６７

１５００

②÷⑤労働人口
一人あたり石高

２．２５

３０

⑤百姓十五以
上、六十以下、
病気者除き（人）

８０００

５００

④東西
（里）

５

１．５

③南北
（里）

１５

０．５

②石高
（万石）

１８０００

１５０００

①肥後
領内

芦北郡

玉名郡之
内中留

近
世
中
後
期
藩
政
改
革
と
「
プ
ロ
ト
近
代
行
政
」

六
五
（
六
五
）



た
改
革
が
お
こ
な
わ
れ
、
藩
行
政
の
官
僚
機
構
化
す
す
め
ら
れ
た

様
子
を
明
ら
か
に
し
た
。
藩
の
諸
役
所
で
行
政
記
録
の
管
理
制
度

が
整
え
ら
れ
、
領
民
情
報
を
収
集
し
て
、
撫
育
教
導
を
徹
底
し
は

じ
め
て
お
り
、
藩
国
家
と
し
て
行
政
能
力
を
強
化
す
る
動
き
が
み

ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
改
革
の
成
否
は
詳
ら
か
で
な
い
が
、
水
戸
藩

で
も
津
山
藩
で
も
改
革
の
成
果
は
あ
っ
た
も
の
と
し
て
世
間
に
は

認
識
さ
れ
て
い
た
。
水
戸
藩
で
は
「
四
郡
を
止
め
て
、
陣
屋
を
建

て
、
十
一
郡
に
小
分
あ
り
て
、
設
官
分
職
」
し
た
こ
と
に
よ
り
、

「
国
中
政
道
行
届
き
、
豊
�
有
年
打
続
き
、
米
の
価
も
金
一
両
に

一
石
二
三
斗
に
及
ぶ
年
も
あ
り
。
戸
口
増
過
し
、
田
野
ひ
ら
け
」

つ
い
に
は
「
天
下
の
美
談
と
な
り
（
44
）
」、「
幕
府
老
中
衆
ヨ
リ
、
御
領

中
郷
村
向
キ
御
政
教
御
ユ
キ
届
キ
ア
リ
テ
、
将
軍
家
ニ
モ
一
般
御

気
色
ニ
思
召
サ
ル
ル
旨
、
御
褒
賞
仰
出
サ
ル
（
45
）
」
に
至
っ
た
と
い
う
。

明
ら
か
に
誇
張
が
あ
る
が
、
水
戸
藩
が
改
革
実
施
で
幕
府
か
ら
褒

賞
を
う
け
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
一
方
、
津
山
藩
の
改
革
に
つ

い
て
は
、
佐
藤
信
淵
が
具
体
的
数
字
を
あ
げ
て
、
そ
の
成
功
を
賞

賛
し
て
い
る
。「
津
山
侯
二
十
六
歳
（
三
十
六
歳
カ
）
の
時
に
国

政
を
改
革
し
て
、
凡
そ
十
六
年
間
（
六
年
間
カ
）
に
、
国
家
隆
盛
、

万
民
安
康
に
し
て
、
納
戸
金
ば
か
り
も
十
七
万
両
出
来
た
る
由
を
、

三
原
氏
に
聞
け
り
。
区
々
た
る
五
万
石
の
地
な
り
と
雖
ど
も
、
其

制
度
を
精
妙
に
す
る
と
き
は
、
美
政
の
観
る
べ
き
こ
と
斯
く
の
如

し
（
46
）」
と
い
う
が
、
藩
庫
に
一
七
万
両
も
の
余
剰
が
生
じ
た
と
は
俄

に
は
信
じ
が
た
い
。
た
だ
藩
財
政
に
一
定
の
好
転
が
み
ら
れ
た
の

は
事
実
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
よ
り
も
佐
藤
信
淵
が
「
其
制
度
を
精
妙
に
す
る
と
き
は
美

政
」
を
実
現
し
う
る
と
「
制
度
」
の
精
妙
化
が
藩
国
家
の
行
財
政

を
劇
的
に
変
貌
さ
せ
る
と
言
明
し
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
る
。

「
制
度
変
化
」
が
、
藩
国
家
に
「
経
済
効
果
」
を
も
た
ら
す
、
と

の
経
済
思
想
が
生
じ
て
お
り
、
こ
れ
が
近
代
移
行
期
に
藩
国
家
を

「
進
化
」
さ
せ
る
こ
と
に
直
結
し
て
い
く
の
で
あ
る
（
47
）
。
熊
本
藩
等

で
み
ら
れ
た
制
度
変
化
が
「
制
度
変
化
の
モ
デ
ル
」
と
し
て
諸
藩

の
政
策
担
当
者
�
制
度
設
計
者
に
認
識
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
分

職
・
正
経
界
・
刑
法
・
徒
罪
な
ど
熊
本
藩
の
政
策
用
語
が
各
地
で

頻
繁
に
使
用
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

近
世
中
後
期
の
藩
政
改
革
は
明
ら
か
に
、
藩
国
家
の
官
僚
機
構

の
機
能
を
向
上
さ
せ
つ
つ
あ
っ
た
。
行
政
記
録
を
整
備
し
、
緻
密

な
領
民
情
報
の
集
積
を
は
じ
め
、
文
書
行
政
、
法
令
遵
守
の
徹
底

も
、
中
後
期
藩
政
改
革
の
な
か
で
進
ん
で
い
っ
た
。
さ
ら
に
い
え

ば
、
藩
国
家
は
経
済
官
僚
を
育
成
し
、
行
政
機
関
に
蓄
積
さ
れ
た

領
民
情
報
を
活
用
し
て
、
貧
民
救
済
な
ど
社
会
政
策
を
実
施
し
、

藩
国
家
単
位
の
マ
ク
ロ
な
経
済
政
策
を
立
案
す
る
方
向
に
動
き
は

じ
め
た
。
社
会
統
計
の
整
備
、
殖
産
興
業
、
領
民
の
「
教
化
」
に

史
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強
い
関
心
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
考

え
合
わ
せ
る
と
き
、
天
保
以
前
の
中
後
期
藩
政
改
革
を
単
に
「
封

建
反
動
」
と
の
評
価
を
下
す
の
は
適
切
で
な
か
ろ
う
。
む
し
ろ
藩

国
家
は
一
八
〇
〇
年
前
後
に
、
先
駆
的
な
藩
政
改
革
モ
デ
ル
の
洗

礼
を
う
け
て
「
プ
ロ
ト
近
代
行
政
」
の
段
階
に
入
り
つ
つ
あ
っ
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

註（
１
）
遠
山
茂
樹
『
明
治
維
新
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
一
年
、
二
六
頁

は
「
熊
本
藩
の
細
川
重
賢
（
銀
台
）、
米
沢
藩
の
上
杉
治
憲
（
鷹

山
）、
秋
田
藩
の
佐
竹
義
和
の
藩
政
改
革
が
、
名
君
の
治
世
と
し
て

宣
伝
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
中
後
期
藩
政
改
革
の
性
格
は
、

享
保
・
寛
政
改
革
的
な
封
建
反
動
の
限
界
を
出
な
か
っ
た
」
と
す

る
。

（
２
）
『
歴
史
評
論
』
七
一
七
号
、
二
〇
一
〇
年
が
「
藩
政
改
革
の
思

想
」
と
い
う
特
集
を
組
ん
だ
の
は
、
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。

吉
村
豊
雄
「
藩
政
改
革
像
の
再
構
築
」、
小
関
悠
一
郎
「
改
革
主
体

の
学
問
受
容
と
君
主
像
」、
マ
ー
ク
・
ラ
ビ
ィ
ナ
「
近
代
化
、
近
代

性
と
明
君
像
の
再
検
討
」、
小
川
和
也
「
越
後
長
岡
藩
儒
・
秋
山
景

山
の
天
保
改
革
構
想
」、
山
形
万
里
子
「
雄
藩
の
藩
政
改
革
と
専
売

制
」。
吉
村
氏
と
ラ
ビ
ィ
ナ
氏
は
、
藩
政
改
革
と
近
世
社
会
の
近
代

化
、
小
関
氏
、
小
川
氏
の
論
文
は
、
藩
政
改
革
主
体
の
政
治
思
想

に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

（
３
）
中
井
信
彦
『
転
換
期
幕
藩
制
の
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
七
一
年

は
、
宝
暦
天
明
期
に
幕
藩
制
の
転
換
を
み
て
い
る
。

（
４
）
倉
地
克
直
『
江
戸
時
代
／
十
八
世
紀

徳
川
社
会
の
ゆ
ら
ぎ
』

小
学
館
、
二
〇
〇
八
年

（
５
）
幕
府
の
記
録
管
理
の
精
密
に
つ
い
て
は
、
大
友
一
雄
『
江
戸
幕

府
と
情
報
管
理
』
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
三
年
を
参
照
。
享
保
期
以

後
、
幕
府
は
江
戸
城
内
に
蓄
積
さ
れ
た
諸
記
録
の
調
査
を
行
い
、

分
類
し
て
目
録
を
作
成
、
活
用
し
始
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま

た
諸
藩
で
も
行
政
記
録
の
精
密
化
と
組
織
的
管
理
が
進
ん
だ
。
江

藤
彰
彦
「
福
岡
藩
に
お
け
る
記
録
仕
法
の
改
革
」（
西
南
地
域
史
研

究
会
編
『
西
南
地
域
の
史
的
展
開
近
世
篇
』、
思
文
閣
出
版
、
一
九

八
八
年
、
一
二
五
〜
一
五
六
頁
）
に
よ
れ
ば
、
福
岡
藩
で
は
、
正

保
年
間
（
一
六
四
四
―
一
六
四
八
年
）
か
ら
分
類
項
目
の
な
い
雑

然
た
る
藩
日
記
が
作
成
さ
れ
、
元
禄
一
六
（
一
七
〇
三
）
年
か
ら

そ
の
日
記
は
「
御
政
治
筋
（
領
内
行
政
）」
を
記
す
御
用
帳
と
「
御

勤
筋
（
幕
府
へ
の
奉
公
）」
を
記
す
日
記
に
分
離
さ
れ
、
さ
ら
に
宝

暦
一
三
年
か
ら
は
御
政
治
筋
を
記
す
「
御
用
帳
」
が
精
密
化
し
て

一
三
部
門
に
部
分
け
し
て
整
理
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
。
近

世
大
名
家
は
領
国
の
公
的
行
政
体
で
あ
る
と
同
時
に
、
一
個
の
私

的
武
家
で
も
あ
る
が
、
十
八
世
紀
に
、
そ
の
公
私
の
分
離
が
記
録

管
理
の
う
え
で
は
っ
き
り
見
ら
れ
る
こ
と
は
象
徴
的
で
あ
る
。
し

か
し
、
家
臣
の
俸
禄
は
明
治
初
年
の
「
藩
制
改
革
」
ま
で
行
政
軍

事
費
と
生
活
費
の
公
私
未
分
離
状
態
が
つ
づ
い
た
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
磯
田
道
史
『
近
世
大
名
家
臣
団
の
社
会
構
造
』
東
京
大
学

出
版
会
、
二
〇
〇
三
年

（
６
）
「
藩
の
プ
ロ
ト
近
代
化
」
に
つ
い
て
、
磯
田
道
史
「
藩
政
改
革

の
伝
播
―
熊
本
藩
宝
暦
改
革
と
水
戸
藩
寛
政
改
革
―
」『
日
本
研

近
世
中
後
期
藩
政
改
革
と
「
プ
ロ
ト
近
代
行
政
」
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究
』
第
四
〇
集
、
二
〇
〇
九
年
で
論
じ
た
。

（
７
）
吉
村
豊
雄
「
近
代
へ
の
行
政
的
基
点
と
し
て
の
宝
暦
－
安
永

期
�
熊
本
藩
を
中
心
に
」『
熊
本
大
学
文
学
部
論
叢
』
一
〇
一
、
二

〇
一
〇
年

（
８
）
「
二
宮
元
勲
上
書
」
鳥
取
藩
政
資
料
一
三
二
四
、
鳥
取
県
立
博

物
館
所
蔵

（
９
）
「
経
済
端
的
論
」
天
保
五
年
六
月
、
磯
田
道
史
氏
所
蔵

（
１０
）
深
谷
克
己
『
深
谷
克
己
近
世
史
論
集
第
二
巻
』
校
倉
書
房
、
二

〇
〇
九
年
は
「
Ⅱ
部
要
請
さ
れ
る
明
君
像
」
で
、
近
世
の
明
君
と

支
配
の
問
題
を
論
じ
る
。

（
１１
）
村
上
量
弘
輯
録
「
肥
後
学
校
記
」
天
保
一
二
年
二
月
、
久
留
米

市
立
中
央
図
書
館
所
蔵

（
１２
）
亀
井
南
冥
「
肥
後
物
語
」『
日
本
経
済
大
典
』
第
二
二
巻
、
啓

明
社
、
一
九
二
九
年

（
１３
）
亀
井
南
冥
「
熊
本
俚
談
」
一
一
九
―
五
一
―
一
〜
二
、
慶
応
義

塾
大
学
三
田
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
所
蔵
。
文
化
三
（
一
八
〇
六
）

年
「
加
藩
臣
、
藁
偶
子
」
が
江
戸
詰
中
に
「
客
有
、
因
に
当
代
肥

後
国
上
大
夫
堀
氏
某
執
政
の
事
を
話
せ
し
。
予
、
此
話
を
聞
て
感

服
不
少
、
則
、
其
事
蹟
を
請
問
」
し
授
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
１４
）
海
保
青
陵
「
善
中
談
」『
海
保
青
陵
全
集
』
八
千
代
出
版
、
一

九
七
六
年
、
四
八
六
頁

（
１５
）
大
村
荘
助
『
肥
後
経
済
録
』、
国
立
国
会
図
書
館
二
〇
九
―
六

九
八
は
津
山
藩
の
政
策
参
考
書
。
奥
書
に
「
此
書
は
、
肥
後
国
熊

本
の
家
士
大
村
源
内
が
弟
、
大
村
庄
助
が
述
る
所
な
り
。
庄
助
、

好
学
徳
実
の
聞
え
あ
る
に
よ
つ
て
、
作
州
津
山
侯
よ
り
熊
本
侯
に

も
と
め
、
世
子
仙
千
代
侯
の
保
佐
と
な
し
給
ひ
、
且
、
熊
本
侯
の

賢
才
国
政
の
事
を
た
づ
ね
給
て
、
此
書
と
な
り
ぬ
、
津
山
の
大
夫

士
、
此
書
を
秘
し
、
絶
て
世
に
も
ら
さ
ず
、
不
思
議
に
も
と
め
得

て
、
ひ
そ
か
に
う
つ
し
置
也
」
と
あ
る
。

（
１６
）
『
熊
本
聞
書
』
鍋
島
文
庫
九
九
一
―
一
〇
四
九
、
佐
賀
県
立
図

書
館
寄
託

（
１７
）
松
枝
善
右
衛
門
問
・
藪
茂
次
郎
答
「
隈
本
政
事
録
」
お
茶
の
水

図
図
書
館
成
箕
堂
文
庫
所
蔵
（
徳
富
蘇
峰
旧
蔵
本
）。
跋
文
に
よ
れ

ば
寛
政
二
（
一
七
九
〇
）
年
二
月
一
六
日
、
中
山
昌
禮
（
時
習
館

居
寮
長
）
が
熊
本
藩
上
屋
敷
で
書
写
し
た
も
の
を
橋
本
某
が
写
し

尾
張
藩
儒
服
部
善
蔵
の
蔵
本
と
な
っ
た
。
文
化
二
（
一
八
〇
五
）

年
四
月
に
尾
張
藩
老
が
借
用
書
写
し
た
と
も
あ
る
。
服
部
は
熊
本

藩
儒
・
藪
茂
次
郎
と
の
共
著
「
明
徳
弁
」
が
あ
る
。
両
者
の
交
流

か
ら
尾
張
藩
に
伝
播
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
１８
）
前
掲
「
肥
後
物
語
」
五
七
一
頁

（
１９
）
例
え
ば
天
保
期
に
水
戸
藩
に
遊
学
し
た
久
留
米
藩
士
・
村
上
量

弘
は
「
備
前
芳
烈
公
（
�
池
田
光
政
）、
肥
後
霊
感
公
（
�
細
川
重

賢
）、
米
沢
鷹
山
公
（
�
上
杉
治
憲
）
抔
ハ
非
常
ノ
賢
君
に
て
終
身

属
政
有
之
候
（
下
略
）」（
村
上
量
弘
「
革
弊
論
」
有
馬
文
庫
五
三

四
三
、
久
留
米
市
立
中
央
図
書
館
所
蔵
）
と
、
岡
山
藩
・
熊
本

藩
・
米
沢
藩
・
水
戸
藩
を
改
革
モ
デ
ル
と
み
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。

（
２０
）
『
肥
後
物
語
』
に
は
「
経
界
を
正
し
農
民
安
堵
せ
し
事
」（
前
掲

「
肥
後
物
語
」
五
五
二
頁
）
と
あ
り
水
戸
藩
天
保
改
革
「
経
界
を
正

す
」
議
論
は
熊
本
藩
宝
暦
改
革
に
そ
の
淵
源
が
あ
る
。

（
２１
）（
２２
）
前
掲
「
肥
後
物
語
」
五
五
二
・
五
五
三
頁

（
２３
）
幕
府
人
別
改
め
で
一
七
二
一
年
と
一
八
四
六
年
の
人
口
を
比
べ

史

学

第
八
〇
巻

第
一
号

六
八
（
六
八
）



る
と
、
肥
後
国
は
一
二
三
・
一
％
に
増
加
、
美
作
国
は
八
五
・

二
％
、
常
陸
国
は
七
三
・
二
％
、
東
北
地
域
（
磐
城
・
岩
城
・
陸

前
・
陸
中
・
陸
奥
）
は
八
一
・
九
％
に
減
少
。
関
山
直
太
郎
『
近

世
日
本
の
人
口
構
造
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
八
年
、
一
三
七

〜
一
三
九
頁

（
２４
）
子
返
し
に
つ
い
て
は
、
太
田
素
子
『
子
宝
と
子
返
し
』
藤
原
書

店
、
二
〇
〇
七
年

（
２５
）
「
懐
胎
届
」「
懐
妊
書
上
」
に
よ
る
領
主
の
出
産
管
理
に
つ
い
て

は
沢
山
美
果
子
『
出
産
と
身
体
の
近
世
』
勁
草
書
房
、
一
九
九
八

年
。「
捨
子
」
に
つ
い
て
は
同
『
性
と
生
殖
の
近
世
』
二
〇
〇
五
年

（
２６
）
赤
子
養
育
仕
法
に
関
し
て
高
木
正
朗
編
『
１８
・
１９
世
紀
の
人
口

変
動
と
地
域
・
村
・
家
族
』
古
今
書
院
、
二
〇
〇
八
年
。
谷
田
部

真
理
子
「
赤
子
養
育
仕
法
に
つ
い
て
」
渡
辺
信
夫
編
『
宮
城
の
研

究
４
』
清
文
堂
出
版
、
一
九
八
三
年
。
横
田
武
子
「
福
岡
藩
に
お

け
る
産
子
養
育
制
度
」『
福
岡
県
地
域
史
研
究
』
一
四
、
一
九
九
六

年
を
掲
げ
て
お
く
。

（
２７
）
磯
田
前
掲
論
文
、
二
〇
〇
九
年
で
、
藩
主
の
交
流
が
藩
政
改
革

の
伝
播
に
つ
な
が
る
と
し
た
。「
銀
台
附
録
」
上
妻
文
庫
80
、
熊
本

県
立
図
書
館
所
蔵
は
、
細
川
重
賢
の
水
戸
藩
邸
訪
問
を
「
水
戸
宰

相
様
に
度
々
御
招
き
被
成
候
得
ど
も
、
御
痛
足
に
て
御
断
被
仰
付

候
事
多
く
候
ま
ま
、
御
玄
関
に
て
御
乗
輿
被
成
候
へ
と
の
御
事
に

て
、
其
後
ハ
御
門
内
ま
で
御
乗
輿
被
成
候
。
讃
州
様
・
大
学
様
も

右
御
同
様
と
覚
申
候
」
と
記
す
。

（
２８
）
徳
川
治
保
「
御
郡
奉
行
被
仰
付
候

上
意
」
享
和
二
年
三
月

（
鈴
木
重
宣
著
・
小
宮
山
昌
秀
増
補
「
徳
潤
遺
事
増
補
（
二
）」
長

谷
川
貞
夫
家
文
書
七
―
七
三
―
二
、
茨
城
県
歴
史
館
蔵
）

（
２９
）
高
倉
胤
明
「
水
府
地
理
温
故
録
」『
茨
城
県
史
料
』
近
世
地
理

編
、
茨
城
県
、
七
八
頁

（
３０
）
鶴
見
九
皐
「
鶴
見
九
皐
遺
策
」
寛
政
一
一
年
『
日
本
経
済
大

典
』
第
五
巻
、
五
八
八
頁

（
３１
）
大
内
正
敬
「
清
慎
録
」『
日
本
農
民
史
料
聚
粋
』
第
一
一
巻
、

一
九
七
〇
年
所
収

（
３２
）
「
貧
富
調
べ
」
に
つ
い
て
は
水
戸
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
水

戸
市
史

中
巻
（
二
）』
水
戸
市
役
所
、
一
九
六
九
年
、
九
二
四

〜
九
三
七
頁

（
３３
）
前
掲
「
清
慎
録
」

（
３４
）
関
沢
徳
平
「
万
代
不
朽
評
論
密
書
」『
茨
城
県
史
料
』
政
治
経

済
編
Ⅳ
、
茨
城
県
、
五
四
三
〜
五
四
五
頁

（
３５
）
大
竹
秀
男
「
津
山
藩
の
『
新
法
改
革
』
―
宝
暦
の
藩
政
改
革

―
」
平
松
義
郎
博
士
追
悼
論
文
集
編
集
委
員
会
編
『
法
と
刑
罰
の

歴
史
的
考
察
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
は
、
津
山
藩

で
は
宝
暦
改
革
が
行
わ
れ
た
が
挫
折
に
終
わ
っ
た
と
し
、
直
後
の

安
永
改
革
に
つ
い
て
瀬
島
宏
計
「
津
山
藩
の
安
永
改
革
」『
鷹
陵
史

学
』
第
二
九
号
、
二
〇
〇
三
年
が
経
緯
を
論
じ
て
い
る
。
好
論
だ

が
、
こ
の
改
革
が
熊
本
藩
の
強
い
影
響
下
で
行
わ
れ
た
こ
と
に
は

触
れ
て
い
な
い
。

（
３６
）
「
肥
後
経
済
録
」
二
〇
九
―
六
九
八
、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵

（
３７
）
前
掲
大
村
『
肥
後
経
済
録
』

（
３８
）
大
村
荘
助
「
御
尋
之
條
々
御
答
書
」
安
永
二
年
正
月
十
四
日
、

津
山
郷
土
博
物
館
「
愛
山
文
庫
」
Ｆ
一
―
一
三
に
「
一
、
細
川
越

中
守
殿
、
近
年
迄
、
大
困
窮
に
て
御
座
候
処
、
冨
強
に
相
成
、
士

民
安
堵
仕
候
、
此
儀
、
私
生
国
之
事
に
て
噂
に
及
申
候
処
、
佐
久

近
世
中
後
期
藩
政
改
革
と
「
プ
ロ
ト
近
代
行
政
」

六
九
（
六
九
）



間
上
総
御
家
老
之
時
、
委
敷
承
度
、
懇
望
に
付
、
書
立
差
出
申
候

（
中
略
）
松
平
新
太
郎
殿
御
成
法
な
ど
も
書
記
可
有
御
座
候
（
中

略
）
熊
本
・
岡
山
之
政
事
は
近
代
天
下
に
称
申
候
、
時
所
違
不
申

候
、
日
本
之
内
に
て
当
時
其
功
相
立
申
候
」

（
３９
）
大
村
荘
助
「
口
上
書
」
八
月
、「
愛
山
文
庫
」
Ｆ
一
―
一
五

（
４０
）
飯
室
荘
左
衛
門
「
更
張
策
上
表
」
明
和
八
年
十
月
二
十
八
日

「
愛
山
文
庫
」
Ｆ
三
―
二

（
４１
）
前
掲
大
村
荘
助
「
御
尋
之
條
々
御
答
書
」

（
４２
）
民
富
論
の
登
場
の
重
要
性
は
、
小
室
正
紀
『
草
莽
の
経
済
思
想

―
江
戸
時
代
に
お
け
る
市
場
・「
道
」・
権
利
―
』
御
茶
の
水
書
房
、

一
九
九
九
年
が
論
じ
る
。

（
４３
）
前
掲
大
村
『
肥
後
経
済
録
』
奥
書

（
４４
）
前
掲
大
内
「
清
慎
録
」

（
４５
）
大
内
正
敬
「
清
慎
録
并
附
記
」
四
一
四
四
―
二
五
七
、
東
京
大

学
史
料
編
纂
所
蔵

（
４６
）
佐
藤
信
淵
「
弊
政
改
革
秘
話
」（
川
越
重
昌
編
『
宇
和
島
と
佐

藤
信
淵
』
弥
高
神
社
、
一
九
九
五
年
）

（
４７
）
制
度
変
化
の
経
済
理
論
はInstitutions,Institutional

C
hange

and
E
conom

ic
Perform

ance,
C
am

bridge
U
niver-

sity
Press,1990

〔
謝
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〕
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近
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０
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８
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